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都市再生推進事業制度要綱 

 

 

 

第１編 総則 

 

 

第１条 目的 

 この要綱は、わが国の都市の構造と環境を経済社会の変化に対応し、豊かな都市生活や

経済活動を実現できるものへと再構築するため、国が地方公共団体等に対し必要な助成を

行う制度を確立し、健全で活力ある市街地の整備を通じて都市の再生を図り、もって公共

の福祉に寄与することを目的とする。 

 

第１条の２ 定義 

１ 都市再生推進事業 

「都市再生推進事業」とは、この要綱で定めるところに従って行われる次に掲げる事業

をいう。 

一 都市再生総合整備事業 

二 都市再生区画整理事業 

三 削除 

四 削除 

五 削除 

六 削除 

七 削除 

八 まち再生総合支援事業 

九 削除 

十 国際競争拠点都市整備事業 

十一 削除 

十二 まちなかウォーカブル推進事業 

十三 グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 

 

２ 都市再生総合整備事業 

 前第１項第一号にいう「都市再生総合整備事業」とは、都市構造の再編により都市の

再生・再構築を戦略的に進めるため、本要綱第２編において定めるところに従って行わ

れる次に掲げる事業をいう。 

一 都市再生総合整備事業（総合整備型） 

 都市の再生・再構築を推進するため、本要綱第２編第１章において定めるところに

従って行われる調査、整備計画の策定、都市基盤施設等の整備並びに面的整備及び拠

点形成の促進等に関する事業並びにこれらに付帯する事業 

二 都市再生総合整備事業（拠点整備型） 
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 機能的で魅力ある都市拠点の形成を通じて都市の活力を高め、もって都市の再生・

再構築に資するため、本要綱第２編第２章において定めるところに従い、基幹的な事

業の実施にあわせ、地区計画等を活用して行われる事業又は調査で、次に掲げるもの 

イ 都市拠点形成支援施設整備事業 

ロ 都市拠点形成支援基盤整備促進事業 

ハ 都市拠点形成特定事業調査 

三 都市再生コーディネート等推進事業 

  都市再生分野における新たな事業機会を創出し、地方公共団体・民間事業者等の潜

在力を最大限に引き出すため、都市再生に民間事業者を誘導するための条件整備とし

て、本要綱第２編第３章において定めるところに従って実施される事業で、次に掲げ

るもの。 

イ 都市再生コーディネート 

 低未利用地の有効利用の促進及び都市再生に民間事業者を誘導するための条件整

備として行う既成市街地の整備改善のため、土地区画整理事業や防災公園街区整備

事業等の手法により低未利用地の有効利用や都市の防災性の向上を図るべき地区等

（低未利用地の有効利用の促進のため、防災公園街区の整備に関連するもの以外に

ついては、平成１８年度までに土地を取得した地区に限る。）について、市街地の

将来像を明らかにしつつ、計画策定、事業化へ向けてのコーディネート、及び事業

完了後のまちづくり活動支援等を行うもの。また、立地適正化計画制度によるコン

パクトなまちづくりの推進に向けた都市機能誘導の促進のため、本要綱第２編第３

章第４条の３第２項第八号に規定する区域を含む地区において、都市機能の立地に

至るまで（都市再生機構による土地の取得・一時保有等の事業が行われる場合を含

む。）のコーディネート等を行うもの。 

ロ 削除 

ハ 削除 

四 都市基盤整備推進公共用財産特定事業 

  都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、本要綱第２編第４章において定

めるところに従って実施される事業で、都市計画区域内において都市基盤整備事業に

先行して法定外公共用財産の境界確定事業を行う地方公共団体に対して国が必要な助

成を行うもの 

五 削除 

３ 都市再生区画整理事業 

 前第１項第二号にいう「都市再生区画整理事業」とは、防災上危険な密集市街地及び

空洞化が進行する中心市街地等都市基盤が脆弱で整備の必要な既成市街地の再生、街区

規模が小さく敷地が細分化されている既成市街地における街区再編・整備による都市機

能更新、低未利用地が散在する既成市街地における低未利用地の集約化による誘導施設

の整備並びに被災した市街地の復興等を推進するため、本要綱第３編において定めると

ころに従って行われる次に掲げる事業をいう。 

一 都市再生事業計画案作成事業 

二 都市再生土地区画整理事業 
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三 被災市街地復興土地区画整理事業 

四 緊急防災空地整備事業 

五 都市再生区画整理統合補助事業 

４ 削除 

５ 削除 

６ 削除 

７ 削除 

８ まち再生総合支援事業 

 前第１項第七号にいう「まち再生総合支援事業」とは、民間事業者の能力を活用し都

市再生を全国的に推進するため、本要綱第８編において定めるところに従って行われる

次に掲げる事業をいう。 

一 まち再生出資事業 

 本要綱第８編第１章において定めるところに従って実施される事業で、次に掲げる

もの 

イ 民間事業者による都市再生整備事業（都市再生特別措置法第 63条に規定する都市

再生整備事業をいう。）を推進するため、認定整備事業者（同法第 65条に規定する

認定整備事業者をいう。）の認定整備事業（同法第 67条に規定する認定整備事業を

いう。）の施行に要する費用の一部(公共施設等及び同法第 71条第１項第一号の政

令で定める公益的施設（民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設（イン

キュベーション施設））の整備に要する費用の額の範囲内に限る。第 12 条の３第１

項第一号において「都市再生整備事業に係る費用の一部」という。)について同法第

71条第１項第一号イからホまでに掲げる方法により支援を行う民間都市開発推進

機構に対し、まち再生基金の造成につき国が必要な助成を行うもの 

ロ 民間事業者による誘導施設等整備事業（都市再生特別措置法第 95条に規定する誘

導施設等整備事業をいう。）を推進するため、認定誘導事業者（同法第 97条に規定

する認定誘導事業者をいう。）の認定誘導事業（同法第 99条に規定する認定誘導事

業をいう。）の施行に要する費用の一部(公共施設等及び同法第 103条第１項第一号

の政令で定める公益的施設の整備に要する費用の額の範囲内に限る。第 12 条の３第

１項第二号において「誘導施設等整備事業に係る費用の一部」という。)について同

法第 103条第１項第一号イからホまでに掲げる方法により支援を行う民間都市開発

推進機構に対し、まち再生基金の造成につき国が必要な助成を行うもの 

ハ 民間事業者による拠点施設整備事業（広域的地域活性化のための基盤整備に関す

る法律（平成 19年法律第 52号）第７条に規定する拠点施設整備事業をいう。）を

推進するため、認定事業者（同法第９条に規定する認定事業者をいう。）の認定事

業（同法第 11条に規定する認定事業をいう。）の施行に要する費用の一部(公共施

設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他建築物の利用者、都市の居住者及び

滞在者その他の関係者の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額の範囲

内に限る。第 12条の３第１項第三号において「拠点施設整備事業に係る費用の一部」

という。)について同法第 15条第１項第一号イからホまでに掲げる方法により支援

を行う民間都市開発推進機構に対し、まち再生基金の造成につき国が必要な助成を
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行うもの  

二 削除 

三 まちづくりファンド支援事業 

 地域の資金等を活用し、当該地域内の一定の区域の価値向上に資する民間事業者に

よるリノベーションその他のまちづくり事業（以下「民間まちづくり事業」という。）

を支援するため、本要綱第８編第３章において定めるところに従って実施される民間

まちづくり事業への出資、融資又は助成を行うまちづくりファンドに対して出資又は

資金拠出による支援を行う民間都市開発推進機構に対し、国が必要な助成を行うもの 

四 民間都市開発事業支援事業 

 都市再生支援事業及び都市再生整備支援事業の円滑な実施を図るため、本要綱第８

編第４章において定めるところに従って実施される事業で、都市再生特別措置法第２

９条第１項第一号イ及びロに掲げる方法並びに第７１条第１項第一号イ及びロに掲げ

る方法（出資に係る部分を除く。）による支援（以下「メザニン支援事業」という。）

を行う民間都市開発推進機構に対し、メザニン支援事業の実施のための資本の確保に

つき国が必要な助成を行うもの 

９  削除 

１０ 削除 

１１ 削除 

１２  国際競争拠点都市整備事業 

第１項第十号にいう「国際競争拠点都市整備事業」とは、都市の国際競争力強化を図

るため、本要綱第 11編において定めるところに従って行われる次に掲げる事業をいう。 

 一 国際競争拠点都市整備事業（公共公益施設整備型） 

本要綱第 11編第１章において定めるところに従って、都市再生特別措置法第２条第

５項の規定に基づき政令により定められる特定都市再生緊急整備地域において実施さ

れる、都市の国際競争力強化につながる都市開発事業に関連して必要となる公共公益

施設の整備等の事業をいう。 

 二 国際競争流通業務拠点整備事業 

   本要綱第 11編第２章において定めるところに従って、都市再生特別措置法第２条第

５項の規定に基づき政令により定められる特定都市再生緊急整備地域を核とする大都

市圏における国際港湾周辺等の国際物流の結節地域において実施される、次に掲げる

調査又は事業をいう。 

イ 促進計画策定調査 

本要綱第 11編第２章第 24条の国際競争流通業務地域再生促進計画の策定及びそ

のために必要となる調査 

  ロ 事業計画策定調査 

本要綱第 11編第２章第 25条の国際競争流通業務拠点整備事業計画の策定及びそ

のために必要となる調査 

ハ 拠点整備事業 

本要綱第 11編第２章第 25条の国際競争流通業務拠点整備事業計画に位置付けら

れる国際競争力の強化、防災機能の向上及び都市環境の改善に資する流通業務拠点
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の整備に関する事業 

ニ 調査・評価等事業 

流通業務拠点の整備・再整備に関する調査・評価等を実施する事業 

ホ 事務事業 

事業計画策定調査及び拠点整備事業に必要な費用の交付に関する事務事業 

三 国際競争業務継続拠点整備事業 

本要綱第 11 編第３章において定めるところに従って、都市再生特別措置法第２条

第５項の規定に基づき政令により定められる特定都市再生緊急整備地域において実

施される、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に向けた帰

宅困難者対策や業務継続機能・行政機能等の継続の確保を図るために必要なエネル

ギー導管等の整備等の事業をいう。 

１３ 削除 

１４ まちなかウォーカブル推進事業 

第１項第十二号にいうまちなかウォーカブル推進事業とは、滞在の快適性及び魅力の

向上（以下「滞在の快適性等の向上」という。）のため、まちなかウォーカブル推進計

画に基づき実施される、社会資本整備総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日付け

国官会第２３１７号）（以下「交付金交付要綱」という。）附属第Ⅱ編表１０－（１）

に掲げる事業等を実施する事業をいう。 

１５ グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 

第１項第十三号にいう「グリーンインフラ活用型都市構築支援事業」とは、官民連携

・分野横断により、グリーンインフラを活用した都市型水害対策や都市の生産性・快適

性向上等の多様な社会的課題の解決を図ることを目的とした、本要綱第１４編において

定めるところに従って行われる民間建築物の緑化等を行う事業をいう。 

１６ その他 

 前各項のほか、本要綱における用語の定義は、本要綱第２編から第８編まで並びに第

１１編から第１４編に定めるところ及び次の各号に定めるところによる。 

一 「指定都市」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１

項に規定する都市をいう。 

二 「特別区」とは、地方自治法第２８１条第１項に規定する特別区をいう。 

三 「中核市」とは、地方自治法第２５２条の２２第１項に規定する中核市をいう。 

四 「特例市」とは、地方自治法の一部を改正する法律（平成２６年法律第４２号）に

よる改正前の地方自治法第２５２条の２６の３第１項に規定する特例市であった市を

いう。 

五 「三大都市圏の既成市街地等」とは、首都圏整備法（昭和３１年法律第８３号）第

２条第３項に規定する既成市街地、近畿圏整備法（昭和３８年法律第１２９号）第２

条第３項に規定する既成都市区域又は名古屋市の区域（これらに接続して既に市街地

を形成している区域内の土地を含む。）をいう。 

六 「三大都市圏の既成市街地及び近郊整備地帯等」とは、首都圏整備法第２条第３項

に規定する既成市街地、同条第４項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第２条第

３項に規定する既成都市区域、同条第４項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整
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備法（昭和４１年法律第１０２号）第２条第３項に規定する都市整備区域をいう。 

七 「三大都市圏の近郊整備地帯等」とは、首都圏整備法第２条第４項に規定する近郊

整備地帯、近畿圏整備法第２条第４項に規定する近郊整備区域、中部圏開発整備法第

２条第３項に規定する都市整備区域、指定都市、県庁の存する市、中核市若しくは特

例市に存する区域又はその隣接区域をいう。 

八 「大規模地震発生の可能性の高い地域」とは、大規模地震対策特別措置法（昭和５

３年法律第７３号）第３条第１項の規定により指定された地震防災対策強化地域、南

海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律第９２

号）第３条第１項の規定により指定された南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海

溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１

６年法律第２７号）第３条第１項の規定により指定された日本海溝・千島海溝周辺海

溝型地震防災対策推進地域又は地震予知連絡会が指定する観測強化地域若しくは特定

観測地域をいう。 

 

第１条の３ 監督・責務等 

１ 国土交通大臣は、都市再生推進事業が実施される場合には、都道府県、市町村又は国

が直接補助金を交付する場合の独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、民間都

市開発推進機構、法律に基づく協議会（以下「協議会」という。）、若しくは景観まち

づくり刷新協議会に対し、都道府県知事は市町村（指定都市を除く。）又は地方公共団

体以外の施行者（国が直接補助をする場合の独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供

給公社を除く。）に対し、市町村長は、本要綱により当該市町村が補助するものに対し、

この要綱の施行のために必要な限度において、本事業の適正な執行を確保するため、必

要な措置を命じ、又は必要な勧告、助言若しくは援助を行うことができる。 

２ 第１項のほか、都道府県知事又は市町村は、本要綱第２編から第６編まで並びに第９

編から第１２編までの各編において別に定めるところに従って、必要な措置を講じるも

のとする。 

 

第１条の４ 運用 

 都市再生推進事業の運用については、この要綱に定めるところによるほか、別に定める

都市再生推進事業費補助交付要綱及び関係局長の定めるところによる。 

 

 

第２編 都市再生総合整備事業 

 

 

第１章 都市再生総合整備事業（総合整備型） 

 

第２条 都市・居住環境整備重点地域の指定 

１ 都市・居住環境整備重点地域 

 都市構造再編の観点から都市基盤施設の整備、面的整備及び拠点形成等の重点的な実



 

 - 7 - 

施が必要不可欠な地域又は大都市地域等の居住立地構造の改善のために良好な住宅市街

地の整備を行うべき地域として、国土交通大臣が指定する相当規模の地域をいう。 

２ 国土交通大臣は、一定の地域において、都市構造再編の観点から都市基盤施設の整備、

面的整備及び拠点形成等の重点的な実施が必要不可欠であると認めるときは、当該地域

を都市・居住環境整備重点地域（以下「重点地域」という。）として指定することがで

きる。 

３ 国土交通大臣は、重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団

体の意見を聴くものとする。 

４ 国土交通大臣は、前第２項の規定により重点地域を指定したときは、関係地方公共団

体に速やかに通知するものとする。 

５ 前各項の規定は、重点地域の変更について準用する。 

 

第２条の２ 都市・居住環境整備基本計画の策定 

１ 地方公共団体は、重点地域全体について、当該地域の区域及び面積並びに当該地域の

整備の基本的な方針等を定めた都市・居住環境整備基本計画（以下「基本計画」という。）

を策定することができる。 

２ 地方公共団体は、第１項の規定により基本計画を策定するに当たっては、国と協議し

なければならない。この場合において、当該地方公共団体が指定都市以外の市町村であ

るときは、当該協議は都道府県を経由して行うものとする。 

３ 前項のほか、基本計画を都道府県が策定する場合にあっては関係市町村の意見を聴き、

市町村（指定都市を除く。）が策定する場合にあっては都道府県と協議しなければなら

ない。 

４ 地方公共団体は、基本計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

５ 特に戦略的に都市の再構築を進めることが必要な重点地域においては、地方公共団体

は、国と共同して基本計画を策定することができる。この場合において、当該地方公共

団体及び国は、当該地方公共団体以外の関係地方公共団体の意見を聴くものとする。 

６ 前各項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

７ 都市再生特別措置法第２条第３項の規定に基づき政令により定められる都市再生緊急

整備地域内において、重点地域を定める場合にあっては、同法第１５条第１項に規定す

る地域整備方針の全部又は一部を当該重点地域の基本計画とみなすことができる。 

 

第２条の３ 特定地区の指定 

１ 都市・居住環境整備重点地域のうち、都市再生総合整備事業（総合整備型）を実施す

るため、この要綱に基づき都道府県又は市町村（特別区を含む。以下同じ。）が定める

地区を「特定地区」という。 

２ 特定地区は、重点地域のうち、特に一体的かつ総合的に都市の再構築を進めるべき相

当規模の地区で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。 

一 安全性、経済活力等の都市の基礎的な機能の低下が発生している地域であること 

二 都市基盤施設の整備及び面的整備等の実施によって都市機能の改善や拠点形成の促

進が期待される地域であること 
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３ 特定地区は、地方公共団体が、国土交通省と協議の上指定するものとする。この場合

において、当該地方公共団体が指定都市以外の市町村であるときは、当該協議は都道府

県を経由して行うものとする。 

４ 重点地域内の相当規模の一団の土地において都市の再構築に資する事業を実施しよう

とする者は、当該土地を含む区域について特定地区を指定すべきことを、地方公共団体

に対し要請することができる。 

５ 前各項の各規定は、特定地区の変更について準用する。 

 

第２条の４ コーディネートの実施 

１ 特定地区（特定地区の指定が見込まれる区域を含む。以下、本条において同じ。）に

おける都市整備に係る事業の円滑な実施を図るため、当該地区の調査、整備計画の策定

及び事業の実施に係る企画、立案、情報の提供、調整等（当該事業と密接に関連する重

点地域内の広域基盤施設等に係るものを含む）を行うことを「コーディネート」という。 

２ 地方公共団体は、コーディネートを行うことができる。 

３ 地方公共団体以外の者で、次項以下の規定により選定された者又は要請を受けた者は、

当該特定地区の全部又は一部の区域に係るコーディネートを行うことができる。 

４ 地方公共団体は、特定地区において都市の再構築に資する事業を実施し、又は企画し

ようとする者の中から、特定地区の全部又は一部の区域に係るコーディネートを行う者

（以下「コーディネーター」という。）を、公募等の方法により、選定することができ

る。この場合において、当該地方公共団体は、コーディネートを行おうとする者に対し、

当該区域の整備の方針(以下「整備方針」という。)の提出を求めるものとする。 

５ 整備方針には、次に掲げる各事項を定めるものとする。 

一 整備の目標 

二 整備の基本的な内容 

三 整備の実施時期 

四 コーディネートを行おうとする内容、取組方針及び事業実施体制 

五 その他必要な事項 

６ 地方公共団体は、第４項の規定により基本計画に適合した整備方針を提出し、かつ、

当該地区の整備を確実に実施することができると認められる者の中から、公正な方法に

より、コーディネーターを選定するものとする。 

７ 地方公共団体は、特定地区における土地利用及び都市基盤施設の現況等に照らして、

公募等の方法によりコーディネーターを選定することが困難又は不適切であると認める

場合には、独立行政法人都市再生機構（以下、この編において、「機構」という。）に

対し、当該地区に係るコーディネートを行うことを要請することができる。 

 

第２条の５ 整備計画の策定 

１ 特定地区の整備計画は、基本計画に基づき、地方公共団体、機構又は第２条の４の規

定により選定されたコーディネーターが単独で、又は共同して策定するものとする。 

２ 整備計画には、次に掲げる各事項を定めるものとする。 

一 特定地区の整備に関する方針 
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二 特定地区の土地利用に関する事項 

三 特定地区における都市基盤施設の整備、面的整備、拠点形成等に関する事項 

四 特定地区の整備の主体及び時期に関する事項 

五 特定地区の整備の推進体制に関する事項 

六 その他必要な事項 

３ 整備計画を定めようとする者は、あらかじめ、当該整備計画に関係がある公共施設を

管理することとなる者その他の関係機関と協議しなければならない。 

４ 整備計画を定めようとする者（地方公共団体又は機構以外の者に限る。）が単独で整

備計画を定めるときは、当該特定地区を指定した地方公共団体の認定を受けるものとす

る。 

５ 前各項の規定は、整備計画の変更について準用する。 

 

第２条の６ 都市再生事業計画の策定 

１ 地方公共団体又は機構は、単独で、又は共同して整備計画を踏まえて、都市再生総合

整備事業（総合整備型）について、次に掲げる事項を記載したおおむね１０ヶ年の計画

（以下「都市再生事業計画」という。）を策定することができる。なお、六については、

都市再生総合整備事業（総合整備型）の補助対象となるコーディネート、都市基盤施設

の整備、地域生活基盤施設、高質空間形成施設及び高次都市施設の整備並びに既存施設

の除却又は移転とし、八については、関連事業の事業主体と調整の上、必要に応じて記

載するものとする。 

一 特定地区の名称 

二 特定地区の面積 

三 計画期間 

四 特定地区の課題 

五 特定地区における整備方針 

六 都市再生総合整備事業（総合整備型）の補助対象事業 

七 計画期間における補助対象事業の概算事業費 

八 関連事業（都市の再構築を進めるため、都市再生総合整備事業（総合整備型）に併

せて実施する都市再生総合整備事業（総合整備型）以外の事業をいう。）及びその事

業主体 

九 その他必要な事項 

２  地方公共団体又は機構は、事業計画書の策定に当たっては、国土交通大臣の同意を得

なければならない。この場合において、当該地方公共団体が指定都市以外の市町村であ

るときは、都道府県を経由して行うものとする。 

３ 地方公共団体又は機構は、都市再生事業計画において、第１項各号に掲げる事項のほ

か、都市再生総合整備事業（総合整備型）の全部又は一部について、補助対象となる事

業の事業費内訳等を定めることができる。 

４  前各項の規定は、都市再生事業計画の変更について準用する。 

５  都市再生事業計画に事業費内訳等が定められていない場合の事業について、国土交通

大臣が補助金の交付決定をした場合には、当該交付決定に係る事業費内訳等が、当該事



 

 - 10 - 

業計画の事業費内訳等として定められ、国土交通大臣の同意を受けたものとみなす。 

 

第２条の７ 特定地区の整備 

１ 都市再生総合整備事業（総合整備型）を実施する地方公共団体、機構及び民間事業者

等を「施行者」という。 

２ 施行者は、整備計画を踏まえて、特定地区における都市基盤施設の整備並びに面的整

備及び拠点形成の促進等に関する事業並びにこれらに附帯する事業を行うものとする。 

 

第２条の８ 地方公共団体等に対する国の補助 

１ 国は、予算の範囲内において、基本計画の策定に要する費用について、地方公共団体

に対し、当該費用の２分の１以内を補助することができる。 

２ 国は、予算の範囲内において、整備計画の策定に要する費用について、地方公共団体

又は機構に対し、コーディネートに要する費用について、地方公共団体に対し、当該費

用の２分の１以内を補助することができる。 

３ 国は、予算の範囲内において、都市再生事業計画に基づき、重点地域内の都市構造の

再編に必要な都市基盤施設として特定地区内において先行的に整備するもの又は特定地

区内で構想される面的整備及び拠点形成等（以下「面的整備事業等」という。）の具体

化を促進する公共施設で、次に掲げる各施設の整備に要する費用について、地方公共団

体又は機構に対し、当該費用の２分の１以内を補助することができる。 

一 道路 

二 公園 

三 下水道 

四 鉄道駅周辺施設 

五 バスターミナル 

六 その他特定地区内の面的整備事業等の実施の促進のために必要不可欠な施設 

４ 国は、予算の範囲内において、都市再生事業計画に基づき、重点地域内の都市構造の

再編に資する都市拠点の整備等を進めるため、特定地区内において整備される施設のう

ち、第３項に掲げるもののほか、次に掲げる各施設の整備に要する費用について、地方

公共団体又は機構に対し、当該費用の３分の１以内を補助することができる。 

一 地域生活基盤施設 

二  高質空間形成施設 

三 高次都市施設 

５ 国は、予算の範囲内において、特定地区内における面的整備事業等の実施のために支

障となる既存の施設を除却し、又は移転するために要する費用について、地方公共団体

又は機構に対し、当該費用の２分の１以内を補助することができる。 

 

第２条の９ 地方公共団体の補助に対する国の補助 

 国は、地方公共団体が、地方公共団体又は機構以外の施行者に対して、整備計画の策定、

コーディネート、第２条の８第４項に掲げる各施設の整備及び特定地区内における面的整

備事業等を実施するに際して支障となる既存の施設を除却し、又は移転するために要する
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費用を補助する場合には、予算の範囲内において、当該補助に要する費用の２分の１以内、

かつ、当該補助事業費の３分の１以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。 

 

第２条の１０ 責務・監督等 

１ 都道府県知事又は市町村長は、都市再生総合整備事業（総合整備型）が実施される場

合には、その促進により重点地域の総合的かつ集中的整備が行われるよう必要な措置を

講ずるものとする。 

２ 都道府県知事又は市町村長は、重点地域において、住宅市街地整備関係事業制度の特

例措置の適用と重点的実施を行う大都市居住環境整備推進制度との積極的な連携により、

重点地域の一体的整備が促進されるよう努めるものとする。 

３ 都道府県知事又は市町村長は、本事業の実施と併せて、都市計画上の措置を講じるこ

とが適当である場合には、地区計画制度の適用その他の必要な都市計画の決定又は変更

が円滑に行われるよう努めるものとする。 

 

 

第２章 都市再生総合整備事業（拠点整備型） 

 

第３条 都市拠点形成支援施設整備事業 

１ 都市拠点形成支援施設整備事業 

 地方公共団体等がこの要綱の定めるところに従って行う、多目的広場、地区施設であ

る道路等、集会所等の拠点活動の基盤となる施設（以下「地域生活基盤施設」という。）

及びこれに附帯して整備される緑化施設、歩行支援施設等の質の高い都市空間を形成す

るための施設（以下「高質空間形成施設」という。）並びに地域社会の発展の中核とな

る新たな都市拠点として整備すべき地区等における地域交流センター、人工地盤等の高

次の都市施設（以下「高次都市施設」という。）の整備等に関する事業をいう。 

２ 整備地区 

 都市拠点形成支援施設整備事業（以下「整備事業」という。）を実施する整備地区は、

街路事業、公園事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の基幹的な事業の実施（基

幹的な事業の実施が予定されている地区において中心市街地の活性化に関する法律（平

成１０年法律第９２号。以下「中心市街地活性化法」という。）に規定する基本計画が

作成されている場合及び基幹的な事業の実施が終了している場合を含む。）に併せ、地

区の特性を活かしつつ全体として市民共有の優れた街並みの形成、拠点機能の強化等を

通じて魅力ある都市拠点の形成を図るべき社会的経済的条件を備えている地区で、次に

掲げる各条件に該当するものとする。 

一 地区における整備の方針、基幹的な公共施設、地区施設及び建築物等に関する総合

的、一体的な整備に関する計画並びに地区施設及び建築物等に関する規制・誘導措置

に関する計画等を内容とする都市拠点の整備に関する総合的な計画（以下「都市拠点

整備総合計画」という。）が市町村により策定されていること。 

  ただし、当該地区が都市再生特別措置法（平成 14年法律第 22号）第 46条第 1項に

規定する都市再生整備計画（以下「整備計画」という。）の区域に包含され、かつ、
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整備事業が協議会（ただし、本章においては、同法第 117条に基づく市町村都市再生

協議会に限る。）による協議を行った上で当該整備計画の関連事業に位置付けられて

いる場合においては、当該整備計画を都市拠点整備総合計画とみなす。 

二 地区の全部又は枢要部分を含む相当の区域について、地区計画その他の規制・誘導

措置（以下「地区計画等」という。）が講じられる又は講じられることが確実と見込

まれること。 

三 おおむね５ヘクタール以上の規模を有すること。（ただし、人口集中地区内にあっ

ては、２ヘクタール以上、又は基幹的事業が市街地再開発事業若しくは優良建築物等

整備事業の場合は建築物の延べ面積が 5,000m２以上とする。） 

３ 総合基本設計書の策定 

一 市町村長（特別区の長を含む。以下同じ。）は、都市拠点整備総合計画及び地区計

画等に基づき、整備事業の対象となる施設、当該事業に要する経費の概要その他必要

な事項を定めた総合基本設計書を策定することができる。 

二 市町村長は、前項の規定により総合基本設計書を策定するに当たっては、都市局長

又は住宅局長と協議しなければならない。この場合において、当該協議は都道府県知

事を経由して行わなければならない。 

三 前項の規定は、総合基本設計書を変更する場合に準用する。 

 

第３条の２ 都市拠点形成支援基盤整備促進事業 

１  「都市拠点形成支援基盤整備促進事業」とは、整備事業又は一に掲げる都市再開発事

業(以下、｢対象事業｣という。)に関連する二に掲げる公共施設の整備に関する事業で、

当該公共施設の管理者（管理者になるべきものを含む。）が行うものをいう。 

一  都市再開発事業 

    次に掲げる事業で、第３条第２項第１号に規定する都市拠点整備総合計画に位置付

けられたもの。 

イ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）による市街地再開発事業 

ロ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画整理事業 

ハ 削除 

ニ 優良建築物等整備事業制度要綱（平成６年６月 23日付け建設省住街発第 63号建

設省住宅局長通達）による優良建築物等整備事業 

ホ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和 50

年法律第 67号）による都心共同住宅供給事業（優良建築物等整備事業制度要綱（平

成６年６月 23日付け建設省住街発第 63号建設省住宅局長通達）による優良建築物

等整備事業の要件に該当するものに限る。） 

二  対象となる公共施設 

イ  道路 

ロ  都市公園（整備事業並びに(1)イ、ハ、ニ及びホの事業を対象事業とする場合に限

る。） 

ハ  下水道（整備事業並びに(1)イ、ハ、ニ及びホの事業を対象事業とする場合に限る。） 

ニ  河川（整備事業並びに(1)イ、ハ、ニ及びホの事業を対象事業とする場合に限る。） 
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ホ  広場等（都市再開発事業を対象事業とする場合に限る。） 

ヘ  バスターミナル（都市再開発事業を対象事業とする場合で、当該事業の施行者が

行うものに限る。） 

２ 前項の規定は、対象事業が、原則として、住宅市街地基盤整備事業制度要綱（平成１

６年４月１日付け国土政第３－４号国土交通事務次官通達）に定める住宅市街地基盤

整備事業の対象となる住宅建設事業及び宅地開発事業に係るものを除くものとする。 

 

第３条の３ 都市拠点形成特定事業調査 

 次の一又は二に該当する調査で、地方公共団体、機構又は協議会が行うものをいう。 

一 法律に基づく地区等特定の地区における都市再生総合整備事業（拠点整備型）の活

用等に関する調査 

二 都市再生総合整備事業（拠点整備型）の円滑な実施を図るためのまちづくり活動支

援に関する調査 

 

第３条の４ 地方公共団体等に対する国の補助 

１ 国は、予算の範囲内において、総合基本設計書に基づき、地方公共団体、機構又は協

議会に対し、整備事業に要する費用の合計の３分の１以内を補助することができる。 

  ただし、地域生活基盤施設、高質空間形成施設に係る補助金の全体額（第３条の５第

１項に係るものを含む。）は、別に定める限度額を超えないものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、地方公共団体に対し、都市拠点形成支援基盤整備促進

事業（以下「促進事業」という。）に要する費用について、当該促進事業と同種の公共

施設の整備に関する事業に係る国の補助割合又は負担割合で補助することができる。   

 ただし、都市再開発事業に係る公共施設の整備に関する事業以外の事業については、

整備事業に係る開発事業者（整備事業の整備地区内において、開発行為又は主要な建築

物の整備を行う者をいう。以下同じ。）が地方公共団体等の公的主体であって、かつ、

当該開発事業者が促進事業の費用の一部を負担する場合に限り補助することができる。 

３ 国は、予算の範囲内において、地方公共団体、機構又は協議会に対し、都市拠点形成

特定事業調査に要する費用の３分の１以内を補助することができる。 

 

第３条の５ 地方公共団体の補助に対する国の補助 

１ 国は、地方公共団体が、総合基本設計書に基づき、地方公共団体以外の者に対し、整

備事業に要する費用について補助する場合には、予算の範囲内において、当該地方公共

団体が地方公共団体以外の者への補助に要する費用（事務費を含む。）の２分の１以内

で、かつ、その事業に要する費用の３分の１以内を、当該地方公共団体に対し、補助す

ることができる。 

２ 国は、都道府県が市町村（特別区を含む。以下同じ）に対し、都市拠点形成特定事業

調査に要する費用について補助する場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が

当該市町村への補助に要する費用（事務費を含む。）の２分の１以内で、かつ、その調

査に要する費用の３分の１以内を、当該都道府県に対し、補助することができる。 
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第３条の６ 責務 

 都道府県知事又は市町村長は、都市再生総合整備事業（拠点整備型）の促進その他の整

備地区内の総合的整備が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

第３章 都市再生コーディネート等推進事業 

 

第４条 事業主体 

 都市再生コーディネート等推進事業は、独立行政法人都市再生機構（以下この章におい 

て「機構」という。）が行う。 

 

第４条の２  国の補助 

１  国は、予算の範囲内において、第１条の２第２項第三号イにおいて定める事業におい

 ては、当該事業に要する費用の２分の１以内（昭和 45年当時の人口集中地区（ＤＩＤ）

 及びこれに連続する臨海部の土地の区域のうち平成 19年度までに採択された地区にお

い て当該事業を行う場合並びに第４条の３第２項第八号に規定する区域を含む地区にお

い て都市機能誘導の促進のために当該事業を行う場合、第４条の３第２項第九号に規定

す 

 る区域を含む地区において広域連携まちづくりを行うために当該事業を行う場合及び第 

 ４条の３第２項第十四号に規定する地域を含む地区において事前防災まちづくりのため 

 に当該事業を行う場合においては、４分の３以内）を、事業主体に対して補助すること 

 ができる。 

２ 前項の規定により機構に対して補助する場合における補助対象は、平成 35年度までに

着手する事業とする。 

 

第４条の３ 補助事業の実施等 

１  機構は、事業の対象区域において次に掲げる事業を行うものとする。 

一 地区現状調査 

二 地方公共団体や土地所有者等の開発・土地利用意向調査 

三 地区整備構想及び整備プログラムの作成 

四 関連公共施設や地区公共施設等の整備計画作成 

五 地区整備促進のためのコーディネート、関係者間の調整 

六 個別低未利用地の有効利用計画（開発事業計画）の作成及びその実現のためのコー

ディネート、関係権利者及び事業者間の調整 

七 事業推進、事業化に係る調整等 

八 事業完了後のまちづくり活動支援（機構が事業を実施した地区に限る） 

２ 機構が平成 31年度以降に着手する第１条の２第２項第三号イにおいて定める事業は、

次の表の政策目的の欄の各項に掲げられる政策目的の達成のため、同表の対象地域等の欄

の当該各項に掲げられるいずれかの地域等を含む地区、又は計画の策定等が見込まれる地

域等を含む地区において行うものとする。ただし、地方都市等において、平成 29年度以降
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に着手する場合は、立地適正化計画を作成し、又は作成することが確実と認められる自治

体の地域に限るものとする。 

 

 政策目的 対象地域等 

(1) 

 

都市の国際競争力と魅力を高める都

市の再生 

第一号から第八号まで、第十二

号に掲げる地域等 

(2) 

 

地域経済の活性化とコンパクトシテ

ィの実現を図る地方都市等の再生 

第五号、第七号から第十号まで、

第十二号に掲げる地域等 

(3) 

 

防災性向上による安全・安心なまち

づくり 

第二号、第十一号から第十六号

までに掲げる地域等 

 一 都市再生特別措置法第２条第３項に規定する都市再生緊急整備地域 

二 都市再生特別措置法第３条に規定する都市再生本部が決定した都市再生プロジェク

トに位置づけられた事業又は当該プロジェクトに関連する事業が実施される地区 

三 第２条に規定する都市・居住環境整備重点地域 

四 首都圏整備法第２条第２項に規定する首都圏整備計画、近畿圏整備法第２条第２項に

規定する近畿圏整備計画、または中部圏開発整備法第２条第２項に規定する中部圏開発

整備計画に位置づけられた事業又はこれらの計画に関連する事業が実施される地区 

五 都市再開発法第２条の３第１項に規定する都市再開発方針で定められた計画的な再

開発が必要な市街地 

六 住生活基本法第 17条に規定する都道府県計画で定められた住宅の供給等及び住宅地

の供給を重点的に図るべき地域 

七 都市再生特別措置法第 46条第１項に規定する都市再生整備計画の区域 

八 都市再生特別措置法第 81条第１項に規定する立地適正化計画（都市機能誘導区域及

び居住誘導区域を定めた立地適正化計画に限る。）に定めた都市機能誘導区域内におけ

る、鉄道・地下鉄駅から半径１ｋｍの範囲内、又はバス・軌道の停留所・停車場から

半径５００ｍの範囲内（それぞれの駅等はピーク時運行本数が片道３本以上を満たす

もの）の区域 

ただし、平成 28年度末までに都市機能誘導区域を設定し、平成 30年度末までに居

住誘導区域を設定することを前提に、都市機能誘導区域の見込地を含む地区での実施

を可能とする。 

 九 都市再生特別措置法第 81条第１項に規定する立地適正化計画を定めた自治体の地

域 

  を含み、広域的に複数の市区町村間で連携して公共公益施設等の再編を実施する区域 

   ただし、相互に連携した立地適正化計画及び地域公共交通網形成計画の作成又は変 

  更を視野に入れている地区に限る。 

十 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第２条第２

項に規定する拠点地区 

十一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第３条第１項第１号に規定

する防災再開発促進地区 
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十二 住宅市街地総合整備事業制度要綱（平成 16年４月１日付け国住市第 350号国土交

通事務次官通知）第２第 10号に規定する整備地区 

十三 大規模地震対策特別措置法第３条第１項に基づく地震防災対策強化地域、南海トラ

フ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第３条第１項に基づく南海トラ

フ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推

進に関する特別措置法第３条第１項に基づく日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対

策推進地域 

十四 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第 10条第１項に

基づく南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域 

十五 被災市街地復興特別措置法第５条第１項に規定する被災市街地復興推進地域 

 十六 被災した地域等であって、地方公共団体より要請があった地域 

 

 

第４章  都市基盤整備推進公共用財産特定事業 

 

第５条  事業主体 

 都市基盤整備推進公共用財産特定事業は、都道府県が行う。 

 

第５条の２  国の補助 

  国は、事業主体に対して、予算の範囲内において都市基盤整備推進公共用財産特定事業

に要する費用の２分の１の額を補助することができる。 

 

第５条の３  補助事業の実施 

  都道府県は、事業の対象地区において法定外公共用財産の隣接土地所有者との境界確定

を速やかに行うものとする。 

 

第５章 削除 

 

第３編  都市再生区画整理事業 

 

第６条 定義 

 本編における用語の定義は、土地区画整理法（以下、この編において「法」という。）

及び第１編第１条の２に定めるところによるほか、次に定めるところによる。 

１ 「都市再生区画整理事業」とは、この要綱で定めるところに従って行われる次に掲げ

る事業をいう。 

 一  都市再生事業計画案作成事業 

  都市再生土地区画整理事業及び被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の案の

作成に関する事業 

 二  都市再生土地区画整理事業 

イ 防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等都市基盤が脆弱で整
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備の必要な既成市街地の再生を推進するため施行する土地区画整理事業及び住宅街

区整備事業 

ロ 街区規模が小さく敷地が細分化されている既成市街地における街区再編・整備（以

下第３編関係部分において「大街区化」という。）による都市機能更新を推進する

ため施行する土地区画整理事業 

ハ 低未利用地が散在する既成市街地における低未利用地の集約化による誘導施設の

整備を推進するため施行する土地区画整理事業 

二 法第１４条第２項の規定に基づき設立の認可を受けた土地区画整理組合の事業基

本方針に定められた施行地区において、地方公共団体が公共施設充当用地を取得す

る事業 

 三 被災市街地復興土地区画整理事業 

イ 大規模な災害により被災した市街地の復興を推進するために施行する土地区画整

理事業 

ロ 災害により住宅等を失った権利者等のため土地区画整理事業により仮設住宅等を

整備する事業 

 四 緊急防災空地整備事業 

 土地区画整理事業が予定される地区において、既成市街地の防災性向上及び土地区

画整理事業の促進を図ることを目的に公共施設充当用地を取得し、緊急に防災空地を

整備する事業 

 五 都市再生区画整理統合補助事業 

 既成市街地の再生等に資する総合的なプロジェクトを推進するため、第一号から第

四号に定める事業を総合的に実施又は実施する者を補助する事業をいう。 

２ 「国際競争力強化施設」とは、都市再生特別措置法第１９条の２第８項に規定する国

際競争力強化施設をいう。 

３ 「立地適正化計画」とは、都市再生特別措置法第８１条第１項に規定する立地適正化

計画（ただし、同条第２項第二号に規定する居住誘導区域（以下第３編関係部分にお

いて「居住誘導区域」という。）及び同条第２項第三号に規定する都市機能誘導区域

（以下第３編関係部分において「都市機能誘導区域」という。）を定めた計画に限る。）

をいう。 

４ 「都市機能増進施設」とは、都市再生特別措置法第８１条第１項に規定する都市機能

増進施設をいう。 

５ 「誘導施設」とは、都市再生特別措置法第８１条第２項第三号に規定する誘導施設を

いう。 

６ 「低未利用土地利用等指針」とは、都市再生特別措置法第８１条第９項に規定する低

未利用土地利用等指針をいう。 

７ 「誘導施設整備区」とは、都市再生特別措置法第１０５条の２第１項に規定する誘導

施設整備区をいう。 

８ 「土地区画整理組合等」とは、次に掲げる者をいう。 

一  法第３条第１項の規定に基づき、数人共同して土地区画整理事業を施行する者（宅

地について所有権若しくは借地権を有する者２人が共同で行うもの（立地適正化計画
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に誘導施設の整備を行う者（宅地について所有権若しくは借地権を有する者を除く。）

が位置づけられた場合に限る。）又は３人以上が共同で行う場合に限る。） 

二  法第３条第１項の規定に基づき、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意

を得て土地区画整理事業を施行する者（当該同意施行者が民間事業者である場合にあ

っては、宅地について所有権又は借地権を有する者が２人以上であり、かつ当該同意

施行者が立地適正化計画に位置づけられた誘導施設の整備主体となる場合に限る。） 

三  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第４９号。

以下、この編において「密集法」という。）第４０条に規定する防災街区計画整備組

合 

四  農住組合 

五  土地区画整理組合（宅地について所有権又は借地権を有する者が７人以上参加して

いる準備組織を含む。） 

六 区画整理会社（法第３条第３項に規定する要件のすべてに該当する株式会社をい

う。） 

七  独立行政法人都市再生機構 

八  地方住宅供給公社 

九  大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（以下「大都

市法」という。）第２９条第１項の規定に基づき、数人共同して住宅街区整備事業を

施行する者（宅地について所有権又は借地権を有する者３人以上が共同で行う場合に

限る。） 

十  大都市法第２９条第２項に規定する住宅街区整備組合 

９ 「建築物棟数密度」とは、区域内の建築物の棟数（１棟の建築物が複数の住戸により

構成されている場合、その戸数を棟数として算定する。）を次に掲げる部分に係る面積

を除いた当該区域の面積のヘクタールの数値で除した数値をいう。 

一 公共施設の用に供している部分 

二  主として住宅の用に供しない国公有地の部分 

三 急傾斜地その他の宅地として利用することが困難な土地等の部分 

１０ 「老朽住宅棟数」とは、区域内における別途定める「住宅の老朽度等の測定基準」

（以下「測定基準」という。）による評点が１３０以上である住宅又は災害その他の理

由によりこれと同程度の機能の低下を生じている住宅の棟数及び測定基準による評点が

１００以上１３０未満である住宅の棟数に１０分の８を乗じて得た棟数をいう。ただし、

「住宅の棟数」については、１棟の建築物が複数の住戸により構成されている場合、そ

の戸数を棟数として算定するものとする。 

１１ 「老朽住宅棟数率」とは、老朽住宅棟数の合計の住宅棟数に対する割合をいう。 

１２ 「要素事業」とは、都市再生区画整理統合補助事業を構成する第１項第一号から第

四号に定める事業をいう。 

１３ 「一体的土地区画整理事業プログラム」とは、市町村（特別区を含む）が策定する

一体的に整備すべき一団の区域について街路等の他事業と一体的に行われる複数の土地

区画整理事業のプログラムで、次の各号に掲げる事項を記載したものをいう。 

 一 土地区画整理事業の名称、施行地区、面積、事業主体、事業施行期間及び資金計画 
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 二 地区整備方針（土地利用、公共施設の配置・規模） 

三 その他必要な事項 

１４ 「都市機能導入施設」とは、社会福祉施設、地域交流施設、教育文化施設、医療施

設その他地域住民等の共同の福祉又は利便のために必要な施設で、多数の者が出入

りし利用することが想定される施設、住宅又は商業等の機能を有する施設をいう。 

１５ 「公益施設」とは、街区再生に資する建築物で、次の要件に該当し、整備されるこ

とが確実なものをいう。 

イ 地階を除く階数が３以上であること。 

ロ 社会福祉施設（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に基づく社会福祉事業の

用に供する施設をいう。）又は地域交流施設（多目的ホールその他の市民の交流に

資する施設をいう。）であること。ただし、他の施設と複合的に整備されるものを

含むこととする。 

ハ その敷地の面積及び当該敷地の接する道路の部分の面積の２分の１の合計がおお

むね５００平方メートル以上のものであること。 

 

第６条の２ 事業主体 

１ 都市再生事業計画案作成事業は、当該事業により事業化されることとなる土地区画整

理事業又は住宅街区整備事業の施行者となることが見込まれる者（以下「施行予定者」

という。）が行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、重要な公共施設の整備が予定される地区における土地区画

整理事業又は住宅街区整備事業に係る都市再生事業計画案作成事業については、都道府

県又は市町村若しくは施行予定者である土地区画整理組合等が行う。 

３ 都市再生土地区画整理事業は、第６条第１項第二号イ、ロ及びハに掲げる事業にあっ

ては都道府県、市町村又は土地区画整理組合等が、同条第１項第二号のニに掲げる事業

にあっては都道府県又は市町村が行う。 

４ 被災市街地復興土地区画整理事業は、都道府県、市町村又は土地区画整理組合等が行

う。 

５ 緊急防災空地整備事業は、都道府県又は市町村が行う。 

６ 都市再生区画整理統合補助事業は、都道府県、市町村、独立行政法人都市再生機構

又は地方住宅供給公社が行う。都市再生区画整理統合補助事業に係る要素事業は、要素

事業ごとに同種の事業について第１項から第５項において定められた事業主体が実施す

るものとする。 

 

第６条の３ 施行地区 

１ 都市再生事業計画案作成事業は、次の要件のいずれかに該当する地区において行うも

のとする。 

 一 第６条第１項第二号イに掲げる事業に係る都市再生事業計画案作成事業については、

次のいずれかの要件に該当する地区において行う。 

イ 直前の国勢調査の結果に基づく人口集中地区に係る区域に存し、かつ、次のいず

れかの計画、構想若しくは方針に定められ、又は定められることが確実な区域に存
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する都市基盤の整備水準が低い地区。 

(1) 都市計画法第６条の２に規定する整備、開発及び保全の方針又は同法第１８条

の２第１項に規定する基本方針 

(2) 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第十号に規定する地域防

災計画（以下「地域防災計画」という。） 

(3) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（平成

４年法律第７６号）第６条第１項に規定する基本計画 

(4) 都市再生特別措置法第４６条第１項に規定する都市再生整備計画又は立地適

正化計画 

ロ 次の要件に該当する地区 

 (1) 直前の国勢調査の結果に基づく人口集中地区内（都市機能誘導区域内にあって

は、施行後直近の国勢調査の結果に基づく人口集中地区に含まれると見込まれる

区域を含む。）に存し、かつ、イの(1)から（4）までのいずれかの計画、構想若

しくは方針に定められ、又は定められることが確実な区域に存する都市基盤整備

水準が低い地区であること。 

（2）震災時に延焼又は建物倒壊による危険性が高い木造住宅等が密集している市街

地に存する次の要件のいずれかに該当する地区 

① 密集法第３条第１項第一号に規定する防災再開発促進地区（以下「防災再開

発促進地区」という。）に定められ、又は定められることが確実な区域に存す

ること。 

    ② 地域防災計画に定められ、又は定められることが確実な区域に存し、かつ、次

     の区域内のいずれかに存すること。 

         (ⅰ) 三大都市圏の既成市街地等 

         (ⅱ) 大規模地震発生の可能性の高い地域 

         (ⅲ) 指定都市 

         (ⅳ) 県庁所在地 

ハ ロ(1)の要件に該当し、かつ、次の要件のいずれかに該当する地区（(1)から(4)

までのいずれかの要件に該当することが確実な地区を含む。） 

(1) 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第２条第３項の規定に基づき

定められた都市再生緊急整備地域に係る地区であること。 

(2) 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第２条の３第１項第二号又は第２項

により「特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区」

として定められた地区であること。 

  (3) 都市鉄道等利便増進法（平成１７年法律第４１号）第１２条第１１項に規定す

る同意を受けた交通結節機能高度化構想において定められている同条第２項第二

号の区域に係る地区であること。 

  (4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９

１号）第２５条第１項に規定する基本構想において定められた同条第２項第二号

の区域に係る地区であること。 

ニ ロ(1)の要件に該当し、かつ、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法
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律（平成２０年法律第４０号）第５条第８項の規定により認定を受けた、又は受け

ることが確実な歴史的風致維持向上計画に基づき土地区画整理事業を施行しようと

する地区 

ホ ロ(1)の要件に該当し、かつ、立地適正化計画で定められた都市機能誘導区域の区

域内において土地区画整理事業を施行しようとする地区（立地適正化計画に定めら

れ、又は定められることが確実な地区に限る。） 

二 第６条第１項第二号ロに掲げる事業に係る都市再生事業計画案作成事業について

は、次のいずれかの要件に該当する地区において行う。 

イ 次の要件に該当する地区 

(1)直前の国勢調査の結果に基づく人口集中地区内（都市機能誘導区域内にあっては、

施行後直近の国勢調査の結果に基づく人口集中地区に含まれると見込まれる区域を

含む。）に存し、かつ、前項第１号イの(1)から(4)までのいずれかの計画、構想又

は方針に定められ、又は定められることが確実な区域に存する地区（ただし、都市

機能増進施設又は国際競争力強化施設を整備することが定められ、又は定めること

が確実な地区に限る。） 

(2)鉄道・地下鉄駅（ピーク時運行本数（片道）が３本以上）から半径１kmの範囲内

又はバス・軌道の停留所・停車場（ピーク時運行本数（片道）が３本以上）から 50

0mの範囲内にあること 

(3)地方公共団体により大街区化による土地の有効高度利用事業に係る方針が定めら

れること 

ロ イの要件に適合し、かつ、第１号ハに掲げる(1)から(4)までのいずれかの要件に

該当する地区（該当することが確実な地区を含む。） 

ハ イの要件に適合し、かつ、立地適正化計画で定められた都市機能誘導区域の区域

内において土地区画整理事業を施行しようとする地区区（立地適正化計画に定めら

れ、又は定められることが確実な地区に限る。） 

三 第６条第１項第二号ハに掲げる事業に係る都市再生事業計画案作成事業について

は、直前の国勢調査の結果に基づく人口集中地区内（施行後直近の国勢調査の結果

に基づく人口集中地区に含まれると見込まれる区域を含む。）に存し、かつ、立地

適正化計画（低未利用土地利用等指針等の低未利用地の活用に関する方針が記載さ

れているものに限る。）で定められた都市機能誘導区域の区域内において土地区画

整理事業を施行しようとする地区（立地適正化計画に定められ、又は定められるこ

とが確実な地区に限る。）において行う。  

四 第６条第１項第三号に掲げる事業に係る都市再生事業計画案作成事業については、

被災地の面積が概ね２０ヘクタール以上で被災戸数が概ね１，０００戸以上の災害

に係る市街地のうち、被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）第５条

第１項に規定する被災市街地復興推進地域（以下「推進地域」という。）に定めら

れ、又は定められることが確実な区域に存する地区において行うものとする。 

２ 都市再生土地区画整理事業のうち第６条第１項第二号イに掲げる事業は、次の要件に

該当する地区において行うものとする。 

一 公共用地率が１５％未満であること。ただし、公共用地率の算定にあたっては次の

とおりとする。 

イ 幹線道路等を除く。 

  ロ 次号ハに規定する拠点的市街地形成重点地区において、公益施設の整備が図られ
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る場合にあっては、狭隘道路等を除く。ただし、狭隘道路等の道路幅員について、

住宅地にあっては４ｍ未満、商業地又は工業地にあっては６ｍ未満とする。 

 二 次の要件（前項第一号イに規定する計画、構想又は方針において定められた場合に 

  限る。）のいずれかに該当する地区であること。 

イ 前項第一号イの要件を満たす地区 

ロ 前項第一号ロの要件を満たし、かつ、次の要件に該当する地区（防災再開発促進

地区又は地域防災計画に定められた区域に存する場合に限る。以下「安全市街地形

成重点地区」という。） 

 

① 地区内の老朽住宅棟数が５０棟以上であること。ただし、住生活基本法第 1

7条第２項第６号に規定する「住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地

域」に係る地区（以下「重点供給地域に係る地区」という。）にあっては２５

棟以上であること。 

② 原則として、次表の左欄に掲げる地区の建築物棟数密度の区分に応じ、老朽

住宅棟数率が同表の右欄に掲げる割合以上であること。 

 

 

    建築物棟数密度 

 

    老朽住宅棟数率 

 
     30以上 40未満 

 
         ７割 

 
     40以上 50未満 

 
         ６割 

 
     50以上 60未満 

 
         ５割 

 
     60以上 70未満 

 
         ４割 

 
     70以上 

 

 
         ３割 

 

       

ハ 前項第一号ロ（1）の要件を満たし、かつ、前項第一号ハ(1)から(4)のいずれか 

に該当する地区（以下「拠点的市街地形成重点地区」という。） 

ニ 前項第一号ロ（1）の要件を満たし、かつ、地域における歴史的風致の維持及び向

上に関する法律（平成２０年法律第４０号）第５条第８項の規定により認定を受け

た歴史的風致維持向上計画に基づき土地区画整理事業を施行する地区(以下「歴史的

風致維持向上重点地区」という。） 

ホ 前項第１号ロ（1）の要件を満たし、かつ、立地適正化計画で定められた都市機能

誘導区域の区域内において土地区画整理事業を施行する地区（以下「都市機能誘導

重点地区」という。） 

三 第二号イ、ロ、ハ、ニ又はホに該当する地区については、次のいずれかの要件に該

当すること。 

(1)  面積に当該地区に係る都市計画において定められた、又は定められることが確
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実な容積率を乗じて得た値（以下「換算面積」という。）が２ヘクタール以上で

あること。 

(2)  複数の土地区画整理事業の換算面積の合計の値（一体的土地区画整理事業プロ

グラムにおいて、街路等の他事業と一体的に行われる複数の土地区画整理事業で

あって、一体的に整備すべき一団の区域の２分の１以上が土地区画整理事業によ

り整備される場合に限る。）が２ヘクタール以上であること。 

(3)  安全市街地形成重点地区に該当し、かつ、重点供給地域に係る地区については、

換算面積が１ヘクタール以上であること。 

(4)  拠点的市街地形成重点地区に該当し、公益施設の整備が図られる場合にあって

は、換算面積が１ヘクタール以上であること。 

３ 都市再生土地区画整理事業のうち、第６条第１項第二号ロに掲げる事業は、次の要件

に該当する地区において行うものとする。 

一 施行地区における事業実施後の公共施設の用に供する土地及び公開空地（災害時に

一次滞在施設として活用される又は活用されることが確実な建築物の屋内部分を含

む。）の面積の合計が事業実施前の面積の合計を超えるものであること。 

二 次の要件のいずれかに該当する地区であること。 

 イ 第１項第２号イの要件を満たす地区 

 ロ 第１項第２号ロの要件を満たす地区 

 ハ 第１項第２号ハの要件を満たす地区 

三 次のいずれかの要件に該当すること。 

イ 前号イに該当する地区については、前項第３号の(1)又は(2)のいずれかの要件に該

当すること。 

ロ 前号ロに該当する地区については、以下のいずれかの要件に該当すること。 

(1)前項第３号の(1)又は(2)のいずれかの要件に該当すること 

(2)公益施設の整備が図られる場合にあっては、換算面積が１ヘクタール以上であるこ

と 

４ 都市再生土地区画整理事業のうち第６条第１項第二号ハに掲げる事業は、次の要件に

該当する地区において行うものとする。 

一 公共用地率が２０％未満であること。ただし、公共用地率の算定に当たっては幹線道

路等を除くこととする。 

二 次の要件に該当する地区であること。 

イ 第１項第三号の要件を満たす地区（立地適正化計画において定められた場合に限

る。） 

ロ 事業計画に誘導施設整備区が定められた土地区画整理事業を施行する地区 

三 換算面積が０．５ヘクタール以上であること。 

５ 都市再生土地区画整理事業のうち第６条第１項第二号ニに掲げる事業は、第２項又は

第３項の要件に該当する地区において行うものとする。 

６ 被災市街地復興土地区画整理事業のうち第６条第１項第三号イに掲げる事業は、第６

条の３第１項第四号の要件（推進地域に定められた区域に存する場合に限る。）に該当

する地区において行うものとする。 

７ 被災市街地復興土地区画整理事業のうち第６条第１項第三号ロに掲げる事業は、推進

地域内の土地の区域における地区において行うものとする。 

８ 緊急防災空地整備事業は、土地区画整理事業を予定する次の各号のいずれかの要件に
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該当する地区において行うものとする。 

一 次に掲げる要件に該当する地区 

イ 都市計画法第１２条の規定により土地区画整理事業の都市計画決定がなされた地

区であって減価補償を必要とすることが見込まれる地区 

ロ 直前の国勢調査の結果に基づく人口集中地区内（都市機能誘導区域内にあっては、

施行後直近の国勢調査の結果に基づく人口集中地区に含まれると見込まれる区域を

含む。）であって、次に掲げる要件に該当する区域に存する地区 

（１） 三大都市圏の既成市街地及び近郊整備地帯等 

（２） 人口 10万人以上の市 

（３） 大規模地震発生の可能性の高い地域 

（４） 都市機能誘導区域 

二 東日本大震災に係る推進地域又は計画区域に定められた区域に存する地区（東日本

大震災被災復興特別区域法第七十七条に規定する復興交付金事業計画の区域を除く。） 

三 平成二十八年熊本地震の被災地に係る推進地域に定められた区域に存する地区 

 

９ 都市再生区画整理統合補助事業は、当該事業を構成する要素事業により推進される総

合的なプロジェクトが実施される地区において行うものとする。都市再生区画整理統合

補助事業に係る要素事業は、要素事業ごとに同種の事業について第１項から第８項にお

いて定められた地区において実施するものとする。 

 

第６条の４ 都市再生区画整理統合補助事業計画 

１ 都市再生区画整理統合補助事業を行おうとする事業主体は、一体的かつ総合的に既成

市街地の再生を促進すべき地区について、次の各号に掲げる事項を記載した概ね 10ヶ年

の計画（以下「都市再生区画整理統合補助事業計画」という。）を策定するものとする。

この場合において、第七号については、関連事業の事業主体と調整の上、必要に応じて

記載するものとする。 

一 地区の名称 

二 地区の面積 

三 計画期間 

四 地区の整備方針 

五 都市再生区画整理統合補助事業において実施又は補助される要素事業 

六 計画期間における各要素事業の概算事業費 

七 関連事業（総合的なプロジェクトを推進するため、都市再生区画整理統合補助事業

に併せて実施又は補助される都市再生区画整理統合補助事業以外の事業をいう。）及

びその事業主体 

八 その他必要な事項 

２ 都市再生区画整理統合補助事業計画において、前項各号に掲げる事項のほか、都市再

生区画整理統合補助事業の全部又は一部について、要素事業の事業費内訳等を定めるこ

とができる。 

３ 事業主体は、都市再生区画整理統合補助事業を策定したときは、国土交通大臣に協議
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し、同意を得るものとする。この場合において、当該手続きは、市町村（指定都市を除

く。）にあっては、都道府県知事を経由して行わなければならない。 

４ 前３項の規定は、都市再生区画整理統合補助事業計画を変更する場合に準用する。 

５ 都市再生区画整理統合補助事業計画に事業費内訳等が定められていない部分又は定め

られた事業費内訳等について変更する必要がある部分について、国土交通大臣が補助金

の交付決定又は交付決定変更をした場合には、当該交付決定又は交付決定変更に係る事

業費内訳が、都市再生区画整理統合補助事業計画の事業費内訳等として定められ、国土

交通大臣の同意を受けたものとみなす。 

 

第６条の５ 地方公共団体等に対する国の補助 

１ 都市再生事業計画案作成事業 

一 国は、予算の範囲内において、第６条の３第１項第一号又は第二号の要件に該当す

る地区における都市再生事業計画案作成事業に要する費用の３分の１以内を、事業主

体である都道府県又は市町村に対して補助することができる。 

二 前号の規定にかかわらず、第６条の３第１項第一号ロ、ハ、二若しくはホ又は同第

二号ロ又はハの要件に該当する地区については、国は、予算の範囲内において、都市

再生事業計画案作成事業に要する費用の２分の１以内を、事業主体である都道府県又

は市町村に対して補助することができる。 

三 国は、予算の範囲内において、第６条の３第１項第三号の要件に該当する地区にお

ける都市再生事業計画案作成事業に要する費用の２分の１以内を、事業主体である都

道府県又は市町村に対して補助することができる。 

四 国は、予算の範囲内において、第６条の３第１項第四号の要件に該当する地区にお

ける都市再生事業計画案作成事業に要する費用の２分の１以内を、事業主体である都

道府県又は市町村に対して補助することができる。 

２ 都市再生土地区画整理事業 

一 国は、予算の範囲内において、第６条の３第２項及び同条第３項の要件に該当する

地区における都市再生土地区画整理事業に要する費用の３分の１以内を、事業主体で

ある地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して補助す

ることができる。 

二 前号の規定にかかわらず、第６条の３第２項第二号ロ、ハ、二若しくはホ又は同第

３項第二号ロ又はハに該当する地区については、国は、予算の範囲内において、都市

再生土地区画整理事業に要する費用の２分の１以内を、事業主体である地方公共団体、

独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して補助することができる。 

三 国は、予算の範囲内において、第６条の３第４項の要件に該当する地区における都

市再生土地区画整理事業に要する費用の２分の１以内を、事業主体である地方公共団

体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して補助することができる。 

３ 被災市街地復興土地区画整理事業 

 国は、予算の範囲内において、第６条の３第６項又は第７項の要件に該当する地区に

おける被災市街地復興土地区画整理事業に要する費用の２分の１以内を、事業主体であ

る地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して補助するこ
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とができる。 

４ 緊急防災空地整備事業 

 国は、予算の範囲内において、第６条の３第８項の要件に該当する地区における緊急

防災空地整備事業のうち公共施設充当用地の取得に要する費用の２分の１以内を、事業

主体である地方公共団体に対して補助することができる。 

５ 都市再生区画整理統合補助事業 

 国は、予算の範囲内において、事業主体に対し、都市再生区画整理統合補助事業に要

する費用のうち、第１項から第４項において補助することができると定められた者が実

施する要素事業にあっては、要素事業ごとにそれぞれ同種の事業について第１項から第

４項に定められた国の補助割合と同じ割合以内を補助することができる。 

 

第６条の６ 地方公共団体の補助に対する国の補助 

１ 都市再生事業計画案作成事業 

一 国は、地方公共団体が土地区画整理組合等に対し、第６条の３第１項第一号又は第

二号の要件に該当する地区における都市再生事業計画案作成事業に要する費用を補助

する場合には、予算の範囲内において当該補助金の３分の１以内を、当該地方公共団

体に対して補助することができる。 

二 前号の規定にかかわらず、第６条の３第１項第一号ロ、ハ、ニ若しくはホ又は同第

二号ロ又はハの要件に該当する地区については、国は、地方公共団体が土地区画整理

組合等に対し、都市再生事業計画案作成事業に要する費用を補助する場合には、予算

の範囲内において当該補助金の２分の１以内を、当該地方公共団体に対して補助する

ことができる。 

三 国は、地方公共団体が土地区画整理組合等に対し、第６条の３第１項三号の要件に

該当する地区における都市再生事業計画案作成事業に要する費用を補助する場合には、

予算の範囲内において当該補助金の２分の１以内を、当該地方公共団体に対して補助

することができる。 

四 第一号の規定にかかわらず、第６条の３第１項第四号の要件に該当する地区につい

ては、国は、地方公共団体が土地区画整理組合等に対し、都市再生事業計画案作成事

業に要する費用を補助する場合には、予算の範囲内において当該補助金の２分の１以

内を、当該地方公共団体に対して補助することができる。 

２ 都市再生土地区画整理事業 

一 国は、地方公共団体が土地区画整理組合等に対し、第６条の３第２項、第３項又は

第５項の要件に該当する地区における都市再生土地区画整理事業に要する費用を補助

する場合には、予算の範囲内において当該補助金の３分の１以内を、当該地方公共団

体に対して補助することができる。 

二 前号の規定にかかわらず、第６条の３第２項第二号ロ、ハ、二若しくはホ又は同第

３項第二号ロ又はハに該当する地区については、国は、地方公共団体が土地区画整理

組合等に対し、都市再生土地区画整理事業に要する費用を補助する場合には、予算の

範囲内において当該補助金の２分の１以内を、当該地方公共団体に対して補助するこ

とができる。 
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三 国は、地方公共団体が土地区画整理組合等に対し、第６条の３第４項の要件に該当

する地区における都市再生土地区画整理事業に要する費用を補助する場合には、予算

の範囲内において当該補助金の２分の１以内を、当該地方公共団体に対して補助する

ことができる。 

３ 被災市街地復興土地区画整理事業 

 国は、地方公共団体が土地区画整理組合等に対し、第６条の３第６項又は第７項の要

件に該当する地区における被災市街地復興土地区画整理事業に要する費用を補助する場

合には、予算の範囲内において当該補助金の２分の１以内を、当該地方公共団体に対し

て補助することができる。 

４ 都市再生区画整理統合補助事業 

 国は、事業主体である地方公共団体が、土地区画整理組合等に対し、都市再生区画整

理統合補助事業として要素事業の実施に要する費用を補助する場合には、予算の範囲内

において、第１項から第３項において補助することができると定められた要素事業にあ

っては、当該地方公共団体が土地区画整理組合等への補助に要する費用に対し、要素事

業ごとにそれぞれ同種の事業について第１項から第３項に定められた国の補助割合と同

じ割合を乗じた額以内を、当該地方公共団体に対し、補助することができる。 

 

 

 

第４編 削除 

 

第７条から第７条の４まで 削除  

 

 

 

第５編 削除 

 

第８条から第９条の６まで 削除 

 

 

 

第６編 削除 

 

第１０条から第１０条の６まで 削除  

 

 

 

第７編  削除 

 

第１１条から第１１条の３まで 削除 
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第８編 まち再生総合支援事業 

 

 

第１章 まち再生出資事業 

 

第１２条 事業主体 

 まち再生出資事業は、民間都市開発推進機構が行う。 

 

第１２条の２ 国の補助 

 国は、事業主体に対して、予算の範囲内において民間都市開発推進機構が置くまち再生

基金（以下この章において「基金」という。）の造成に要する費用を補助することができ

る。 

 

第１２条の３ まち再生出資事業の実施等 

１ 民間都市開発推進機構は、次の各号に掲げる支援を行うための基金の造成を行うもの

とする。 

 一 都市再生特別措置法第 71条第１項第一号イからホまでに掲げる方法による、都市再

生整備事業に係る費用の一部についての支援 

 二 都市再生特別措置法第 103条第１項第一号イからホまでに掲げる方法による、誘導

施設等整備事業に係る費用の一部についての支援 

 三 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第 15条第１項第一号イからホま

でに掲げる方法による、拠点施設整備事業に係る費用の一部についての支援 

２ 配当等は、原則として基金に繰り入れるものとするが、必要最小限の範囲で管理運営

費に充てることができるものとする。なお、配当等により管理運営費を支弁することが

できない場合には、基金の元本を取り崩すことができることとする。 

３ 民間都市開発推進機構は、まち再生出資事業を廃止する場合において、基金に残余が

あるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。 

４ 前項のほか、「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準（平成１８年８月

１５日閣議決定）」に基づき基金の取り扱いを検討した結果、使用見込みの低い資金に

相当する額のうち国庫補助金相当額については国に返納するものとする。 

 

 

第２章 削除 

 

第１３条から第１３条の３まで 削除 
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第３章 まちづくりファンド支援事業 

 

第１４条 事業主体 

 まちづくりファンド支援事業は、民間都市開発推進機構が行う。 

 

第１４条の２ 国の補助 

 国は、事業主体に対して、予算の範囲内においてまちづくりファンド支援事業に要する

費用を補助することができる。 

 

第１４条の３ まちづくりファンド支援事業（マネジメント型）の実施等 

１ 民間都市開発推進機構は、まちづくりファンド（次の各号のいずれかに該当するもの

をいう。以下この条において同じ。）に対し、次項に定める要件に該当する場合に出資

による支援を行う。 

一 有限責任事業組合、投資事業有限責任組合その他の組合 

二 合同会社、株式会社その他の会社 

２ 前項の支援に係る要件は、次に掲げるとおりとする。 

一 民間都市開発推進機構の出資金が、まちづくりファンドとの契約等により、民間ま

ちづくり事業（当該民間まちづくり事業と関連して一体不可分なソフト事業（人件費、

賃借料その他の経常的な経費を充てて行うものを除く。）を含む。）への出資又は融

資に充てられることが確実であること。 

二 金融機関からまちづくりファンドへの出資が既に行われ、又は今後行われることが

見込まれること。 

３ 民間都市開発推進機構は、まちづくりファンドから受けた配当金について、まちづく

りファンドの設立及び運営に要した費用、ハンズオン支援に係る費用等（過年度分を含

む。）（以下「ハンズオン支援費用等」という。）を控除して国庫に納付しなければな

らない。 

４ 民間都市開発推進機構は、各まちづくりファンドの存続期間が終了した場合において、

民間都市開発推進機構からの出資に係る残余財産の額（配当金相当分を含む。）からハ

ンズオン支援費用等を控除して国庫に納付しなければならない。 

 

第１４条の３の２ まちづくりファンド支援事業（クラウドファンディング活用型）の実

施等 

１ 民間都市開発推進機構は、まちづくりファンド（次の各号のいずれかに該当するもの

をいう。以下この条において同じ。）に対し、次項に定める要件に該当する場合に資金

拠出による支援を行う。 

一 公益信託  

二 公益法人 

三 市町村長が指定するＮＰＯ等の非営利法人（都市再生特別措置法第百十八条第一項

の規定により都市再生推進法人として指定された会社であって民間都市開発推進機構

の拠出金を充てて行う民間まちづくり事業及び当該民間まちづくり事業により整備さ
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れた施設等を使用して行う事業から生じる利益を当該会社の配当に充てないもの（以

下「指定まちづくり会社」という。）を含む。） 

四 復興まちづくり会社（特定被災地方公共団体（東日本大震災に対処するための特別

の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）第二条に規定する特

定被災地方公共団体をいう。以下同じ。）である市町村及びその市町村が属する道県

が出資する会社（株式会社にあっては総株主（株主総会において決議をすることがで

きる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。）の議決権に占

める地方公共団体の有する議決権の割合が百分の三以上であること、持分会社（会社

法（平成十七年法律第八十六号）第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。）

にあってはその社員のうちに地方公共団体があること。）であって、民間都市開発推

進機構の拠出金を充てて行う民間まちづくり事業及び当該民間まちづくり事業により

整備された施設等を使用して行う事業から生じる利益を当該会社の配当に充てないも

のをいう。） 

五 地方公共団体が設置する基金 

２ 前項の支援に係る要件は、次に掲げるとおりとする。 

一 民間都市開発推進機構の拠出金が、まちづくりファンドとの間の契約等により、民

間まちづくり事業への助成等（指定まちづくり会社が自ら行う民間まちづくり事業若

しくは復興まちづくり会社が特定被災地方公共団体である市町村の区域内において自

ら行う民間まちづくり事業への支出又は指定まちづくり会社（民間まちづくり事業を

自ら行うものに限る。）、復興まちづくり会社（特定被災地方公共団体である市町村

の区域内において民間まちづくり事業を自ら行うものに限る。）若しくは民間事業者

（民間まちづくり事業を自ら行うものに限る。）への出資を含む。）又はその助成等

を実施するために必要な初期費用（前項第一号から第四号までのいずれかのものがま

ちづくりファンドの運営を開始するために必要な初期費用に限る。）に充てられるこ

とが確実であること。 

二 前号に掲げる助成等の対象が、クラウドファンディング（インターネットサイトを

通して、投資家等から資金を集める仕組みをいう。購入型、寄付型、貸付型及びファ

ンド型に限る。）を活用する民間まちづくり事業（当該民間まちづくり事業と関連し

て一体不可分なソフト事業（人件費、賃借料その他の経常的な経費を充てて行うもの

を除く。）を含む。）であること。 

三 地方公共団体からまちづくりファンドへの資金拠出（民間企業等からまちづくりフ

ァンドへの資金拠出がある場合には、当該資金の拠出額を地方公共団体の拠出額とみ

なす。）が既に行われ、又は今後行われることが見込まれること。 

３ 第一項の支援の対象とするまちづくりファンドの選定に当たっては、民間都市開発推

進機構に設置する、有識者から成る選定委員会の議を経るものとする。 

４ 民間都市開発推進機構は、まちづくりファンドから拠出金の返還があった場合には、

当該返還額を国庫に納付しなければならない。 

５ まちづくりファンドが助成により民間まちづくり事業を支援する場合において、当該

支援事業より相当の収益が生ずると認められる場合には、助成の目的に反しない限りに

おいて、その助成により交付した資金の全部又は一部に相当する金額をまちづくりファ
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ンドに納付すべき旨を条件として附すことができるものとする。 

 

第４章 民間都市開発事業支援事業 

 

第１４条の４ 事業主体 

民間都市開発事業支援事業は、民間都市開発推進機構が行う。 

 

第１４条の５ 国の補助 

国は、事業主体に対して、予算の範囲内において、民間都市開発事業支援業務引当金に要

する費用を補助することができる。 

 

第１４条の６ 民間都市開発事業支援事業の実施等 

１ 民間都市開発推進機構は、民間都市開発事業支援事業及びメザニン支援事業に係る経

理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。 

２ 補助金の運用益は、民間都市開発事業支援業務引当金に繰り入れるものとする。 

３ 民間都市開発推進機構は、メザニン支援事業を廃止する場合において、民間都市開発

事業支援業務引当金に残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならな

い。 

 

 

第９編 削除 

 

第１５条から第１５条の６まで 削除 

 

 

第１０編 削除 

 

第１６条から第１６条の５まで 削除  

 

 

第１１編 国際競争拠点都市整備事業 

 

第１章 国際競争拠点都市整備事業（公共公益施設整備型） 

 

第１７条 定義 

本章における「鉄道駅周辺施設」とは、鉄道駅周辺に整備する交通広場、歩行者通路（エ

レベーター等バリアフリー施設を含む）、歩行者広場、公共駐車場、自転車駐車場、立体

遊歩道、歩行者用デッキ、人工地盤等の鉄道駅を利用する者の利便の向上に資する施設を

いう。 

 

第１８条 事業地区 
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国際競争拠点都市整備事業の事業地区は、都市再生特別措置法第２条第５項の規定に基

づき政令により定められる特定都市再生緊急整備地域とする。 

 

第１９条 国際競争拠点都市整備事業計画の提出 

１ 次条に定める補助対象事業を実施するために補助金の交付を受けようとする地方公共

団体、独立行政法人都市再生機構（以下、「機構」という。）、又は法律に基づく協議

会（以下「協議会」という。）は、単独で又は共同して、次に掲げる事項を記載した計

画（以下、「国際競争拠点都市整備事業計画」という。）を策定し、国土交通大臣に提

出するものとする。この場合において、当該地方公共団体が指定都市以外の市町村であ

るときは、都道府県を経由して行うものとする。 

一 特定都市再生緊急整備地域の名称 

二 国際競争拠点都市整備事業の補助対象事業 

三 事業箇所名 

四 事業主体 

五 事業期間 

六 国際競争拠点都市整備事業の補助対象事業の概算事業費 

七 その他必要な事項 

２ 前項の規定は、国際競争拠点都市整備事業計画の変更について準用する。 

 

第２０条 補助対象事業 

国際競争拠点都市整備事業の補助対象は、都市再生特別措置法第１９条の２の規定に基

づき作成される整備計画に位置付けられる公共公益施設の整備等のうち次の第一号から第

七号に掲げる事業及び第八号に掲げる事業とする。 

一 道路の新設又は改築に関する事業 

二 鉄道施設の建設又は改良に関する事業 

三 バス高速輸送システム（ＢＲＴ（ＢｕｓＲａｐｉｄＴｒａｎｓｉｔ））の整備に関

する事業 

四 バスターミナルの整備に関する事業 

五 鉄道駅周辺施設の整備に関する事業 

六 市街地再開発事業 

七 土地区画整理事業 

八 第一号から第七号に定める事業と一体的に整備する情報化基盤施設の整備に関する

事業 

 

第２１条 地方公共団体等に対する国の補助 

国は、予算の範囲内において、地方公共団体、機構及び協議会に対し、国際競争拠点都

市整備事業計画に基づき実施する補助対象事業の費用の一部を補助することができる。 

 

第２２条 地方公共団体の補助に対する国の補助 

国は、地方公共団体が、地方公共団体以外の施行者に対して、国際競争拠点都市整備事業
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計画に基づき実施する補助対象事業の費用を補助する場合、当該地方公共団体に対し、当

該費用の一部を補助することができる。 

 

第２章 国際競争流通業務拠点整備事業 

 

第２３条 事業地区 

  国際競争流通業務拠点整備事業の事業地区は、次の一及び二に該当する地域をいう。 

一 都市再生特別措置法第２条第５項の規定に基づき政令により定められる特定都市

再生緊急整備地域を核とする大都市圏に存する国際港湾周辺地域（ただし、臨港地区

及び臨港地区となることが予定される地区を除く。） 

二 工業系用途地域内であり、かつ、水際線（臨港地区がある場合は臨港地区境界）か

ら概ね３キロメートル以内の範囲に存する土地の区域 

第２４条 国際競争流通業務地域再生促進計画 

１ 都道府県は、流通業務市街地の整備に関する法律（昭和 41年法律第 110号）に基づ

き主務大臣が定める「流通業務施設の整備に関する基本指針」を踏まえ、第 23条の事

業地区において、次に掲げる事項を記載した国際競争流通業務地域再生促進計画（以

下「促進計画」という。）を策定することができる。 

一 対象地区及びその面積 

二 前号の地区における流通業務機能の改善及び向上に向けた取組の基本方針 

三 都市計画等における前項の地区の位置づけ 

四 流通業務機能の改善及び向上により期待される効果（流通業務拠点の高度化によ

るコスト低減等により特定都市再生緊急整備地域を核とする大都市圏の国際競争力

を強化する効果等） 

五 その他必要な事項 

２ 促進計画を策定する場合にあっては、事前に国土交通大臣に協議しなければならな

い。 

３ 前各項の規定は、計画を変更する場合（別に定める軽易な変更を除く。）に準用す

る。 

 

第２５条 国際競争流通業務拠点整備事業計画 

１ 第 26条第３項に定める補助対象事業を実施するために補助金の交付を受けようと

する事業の施行者になることが見込まれる者は、単独で又は共同して、国際競争流通

業務拠点整備事業計画（以下「事業計画」という。）を策定することができるものと

し、策定したときは、国土交通大臣に申請し、認定を受けることができる。 

２ 事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 事業主体 

二 事業区域とその面積 

三 事業期間 

四 流通業務拠点の整備の概要（施設建築物については概略設計図を添付すること。） 

五 工程表 
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六 第四号の整備の概算事業費（本事業の対象とする整備の概算事業費を明示するこ

と。） 

七 資金計画（第四号に定める整備に関するものを含む。） 

八 防災機能の向上及び都市環境の改善に向けた取組に関する事項 

九 その他必要な事項 

３ 国土交通大臣は、第１項の申請を受けた場合において、事業計画の内容が法令に定

めるところに違反しない場合で、かつ、次の各号に定める全ての要件に該当すると認

められる場合、当該計画を認定するものとする。 

一 促進計画の地区内で実施されること。 

二 流通業務拠点整備による防災機能の向上及び都市環境の改善が確認されること。 

三 第 26条第３項の要件に該当すること。 

四 概算事業費が妥当であること。 

五 資金計画が妥当なものとなっていること。 

４ 国土交通大臣は、第３項の規定により事業計画の認定をしたときは、地方公共団体

及び申請者に通知するものとする。 

５ 前各項の規定は、事業計画を策定した者が計画を変更する場合（軽易な変更を除く。）

に準用する。 

 

第２６条 補助対象事業 

  国際競争流通業務拠点整備事業の補助対象は、次の第１項から第５項に掲げる調査又

は事業とする。 

１ 第１編第１条の２第 12項第二号イに定める促進計画策定調査 

２ 第１編第１条の２第 12項第二号ロに定める事業計画策定調査 

３ 第１編第１条の２第 12項第二号ハに定める拠点整備事業のうち、次の各号に掲げる

事業 

  一 都市再生土地区画整理事業 

第３編第６条第 1項第二号イに定める都市再生土地区画整理事業（流通業務機能

の改善及び向上を図るべき地域において物流拠点の整備を推進するために施行する

ものに限る。）を対象とするが、第３編第６条の３第２項に定める施行地区要件は、

以下に読み替えるものとする。 

イ 第３編第６条の３第２項第一号に定める公共用地率に係る地区要件 

公共用地率が 20％未満であること。なお、公共用地率の算定は第３編第６条の

３第２項第一号の定めに従うものとする。 

ロ 第３編第６条の３第２項第二号ハに定める重点地区の要件 

第３編第６条の３第１項第一号ハ（１）の要件を満たし、２以上の物流施設の

更新を伴う２以上の事業者による施設整備（ただし、共同出資会社方式、事業協

同組合方式等により建設された共同建物は、１の施設又は１の事業者を２以上の

施設又は事業者とみなす。）を行う地区であること。 

  二 大規模流通業務施設整備事業 

２以上の物流施設の更新を伴う２以上の事業者による施設整備（ただし、共同出



 

 - 35 - 

資会社方式、事業協同組合方式等により建設された共同建物は、１の施設又は１の

事業者を２以上の施設又は事業者とみなす。）を行う事業であり、公共施設（道路、

公園、広場、緑地等）の整備を伴うものを対象とする。 

  三 交通施設整備事業 

複数の者が利用し、大型車輌の通行が可能な施設の整備であり、周辺交通の改善

に資する事業を対象とする。 

４ 第１編第１条の２第 12項第二号ニに定める調査・評価等事業 

５ 第１編第１条の２第 12項第二号ホに定める事務事業 

 

第２７条 事業主体 

１ 前条第１項の調査は、都道府県が行う。  

２ 前条第２項の調査は、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、民間事業者、協

議会又は土地区画整理事業施行者（施行予定者を含む。）が行う。 

３ 前条第３項第一号の事業は土地区画整理事業施行者が、前条第３項第二号および第

三号の事業は民間事業者又は協議会が行う。 

４ 前条第４項又は第５項の事業は、民間事業者等が行う。 

 

第２８条 国の補助 

１ 国は、予算の範囲内において、事業主体に対し、補助対象事業の費用の一部を補助

することができる。 

２ 国は、地方公共団体が地方公共団体以外の者に対して、補助対象事業の費用を補助

する場合には、予算の範囲内において、当該地方公共団体に対し、その費用の一部を

補助することができる。 

 

 

第３章 国際競争業務継続拠点整備事業 

 

第２９条 事業地区 

国際競争業務継続拠点整備事業の事業地区は、次の一及び二に該当する地区をいう。 

  一 都市再生特別措置法第２条第５項の規定に基づき政令により定められる特定都

市再生緊急整備地域 

  二 エネルギーの供給先に災害対策基本法（昭和 36年 11月法律第 223号）第２条第

５項に規定する指定公共機関及び同条第６項に規定する指定地方公共機関の施設

（以下、「指定公共機関等の施設」という。）、「医政発 0321第２号災害時にお

ける医療体制の充実強化について」（平成 24年厚生労働省医政局長通知）に規定

する災害拠点病院（以下、「災害拠点病院」という。）、帰宅困難者の受入等に関

する地方公共団体との協定に規定する一時滞在施設のうち一以上を含む地区 

 

第３０条 エネルギー導管等整備事業計画 

 １ 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構（以下、「機構」という。）、法律に基

づく協議会（以下、「協議会」という。）又は民間事業者等は、第 31条第２項に定

めるエネルギー導管等整備事業の実施に関する計画（以下、「エネルギー導管等整備
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事業計画」という。）を策定することができるものとし、策定したときは、国土交通

大臣に申請し、認定を受けることができる。 

２ 都道府県がエネルギー導管等整備事業計画を策定する場合にあっては、関係市町村

の意見を聴かなければならない。 

３ エネルギー導管等整備事業計画には、エネルギー導管等整備事業の実施に関する次

に掲げる事項を定めるものとする。 

一 エネルギー供給対象区域とその面積 

二 エネルギー供給事業者 

三 エネルギー供給システムの概要（エネルギーの面的利用の概要、エネルギー供給

施設、供給対象建築物等について記載すること。） 

四 災害時の事業地区全体の業務継続に必要なエネルギー供給の確保を含むエネル

ギーの供給方針、都市再生特別措置法（平成 28 年法律第 72 号）第 19 条の 13 の

規定に基づき作成される都市再生安全確保計画（以下、「都市再生安全確保計画」

という。）への位置付け及びエネルギー面的ネットワークの活用担保のための地区

計画、建築協定、都市再生特別措置法（平成 28 年法律第 72 号）第 45 条の 21 の

規定に基づく非常用電気等供給施設協定（以下、「非常用電気等供給施設協定」

という。）等の活用の検討状況 

五 エネルギー供給事業の実施体制 

六 エネルギー供給施設位置図（第一号の供給対象区域図上に記載すること。） 

七 エネルギーの面的利用による災害時の事業地区全体の業務継続に必要なエネル

ギー供給の確保の状況 

八 エネルギー供給開始の予定時期 

九 前号までに定めるエネルギー供給を実施する上で必要となる施設整備の概要（エ

ネルギー導管等整備事業の対象とする施設整備を明示すること。） 

十 前号の施設整備にかかる事業の期間（エネルギー導管等整備事業の対象とする施

設整備にかかる事業の期間を明示すること。） 

十一 第九号の施設整備を行う者（エネルギー導管等整備事業の対象とする施設整備

を行う者を明示すること。） 

十二 第九号の施設整備の概算事業費（エネルギー導管等整備事業の 対象とする施

設整備の概算事業費を明示すること。） 

十三 第一号で規定する区域において市街地開発を予定している事業者及び敷地面

積が概ね１０，０００平方メートル以上の既設建築物の所有者とのエネルギー供給

に関する調整状況 

十四 エネルギー供給事業の資金計画（第九号に定める施設整備に関するものを含

む。） 

十五 その他必要な事項 

４ 国土交通大臣は、第１項の申請を受けた場合において、エネルギー導管等整備事業

計画の内容が法令に定めるところに違反しない場合で、かつ、次の各号に定める全て

の要件（前項第十一号のエネルギー導管等整備事業の対象とする施設整備を行う者が、

地方公共団体又は機構である場合は第一号から第八号に定める全ての要件）に該当す
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ると認められる場合、当該計画を認定するものとする。 

一 前条に規定する事業地区に該当する地区で実施されること 

二 エネルギー導管等整備事業計画に定めるエネルギー供給対象区域において、市街

地開発を予定している事業者及び敷地面積が概ね１０，０００平方メートル以上の

既設建築物の所有者に対して、エネルギーの面的利用によるエネルギー供給の希望

意向の確認を行った上でエネルギー導管等整備事業を実施しようとすること 

三 エネルギー供給の希望意向を示した事業者の市街地開発の動向を踏まえ、前項第

八号のエネルギー供給開始の予定時期が適切なものとなっていること 

四 エネルギー導管等整備事業の実施に合わせて、都市再生安全確保計画への位置付

け、エネルギー面的ネットワークの活用担保のための地区計画、建築協定、非常用

電気等供給施設協定等の活用について検討を行っていること 

五 供給区域におけるエネルギーの面的利用による災害時の事業地区全体の業務継

続に必要なエネルギー供給の確保が確認されること 

六 施設整備の概算事業費が妥当であること 

七 エネルギー供給事業の実施体制が適切なものとなっていること 

八 エネルギー供給事業の資金計画が妥当なものとなっていること 

九 前項第九号のエネルギー導管等整備事業の対象とする施設整備が公共空間に整

備され、かつ、エネルギーの面的利用によるエネルギー供給の希望意向を示す者に

対して、供給可能な（又は将来的に可能な）施設となっていること 

５ 国土交通大臣は、前項第五号から第九号の要件に該当するか否かについて判断する

にあたっては、予め、学識経験者の意見を聴くものとする。 

６ 国土交通大臣は、エネルギー導管等整備事業の構想段階において、第４項第五号か

ら第九号の要件に該当するか否かについて、エネルギー導管等整備事業の実施前で、

かつ、事業計画の詳細検討が進んだ段階で学識経験者の意見を聴き、再度確認を行う

ことを前提として、第４項に定める認定を行うことができる。なお、再確認の結果、

要件に該当しないことが明らかになった場合は、エネルギー導管等整備事業の実施に

要する費用に対する国の補助を行わないものとする。 

７ 国土交通大臣は、第４項の規定によりエネルギー導管等整備事業計画の認定をした

ときは、補助事業者に通知するものとする。 

８ 前各項の規定は、エネルギー導管等整備事業計画を策定した者が計画を変更する場

合（軽易な変更を除く。）に準用する。 

 

第３１条 補助対象事業 

国際競争業務継続拠点整備事業の補助対象は、次の第１項から第２項に掲げる事業と

する。 

１ 整備計画事業調査 

前条のエネルギー導管等整備事業計画の策定及びそのために必要となる調査 

２ エネルギー導管等整備事業 

都市再生安全確保計画に位置付けられるエネルギー導管及びその付帯施設の整備

に関する事業 
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第３２条 地方公共団体等に対する国の補助 

 １ 国は、予算の範囲内において、地方公共団体又は協議会に対し、前条第１項に掲げ

る事業に要する費用の一部を補助することができる。 

 ２ 国は、予算の範囲内において、前条第２項に掲げる事業にあっては、地方公共団体、

機構、協議会又は民間事業者等に対し、第 30 条第４項の規定により国土交通大臣が

認定したエネルギー導管等整備事業計画に位置付けられる事業に要する費用の一部

を補助することができる。 

 

第３３条 地方公共団体の補助に対する国の補助 

国は、地方公共団体が民間事業者等に対して、第 30 条第４項の規定により国土交通

大臣が認定したエネルギー導管等整備事業計画に位置付けられる事業に要する費用を

補助する場合、予算の範囲内において、当該費用の一部を補助することができる。 

 

第１２編 削除 

 

第３４条から第３９条まで 削除 

 

 

 

第１３編 まちなかウォーカブル推進事業 

 

第４０条 事業主体 

 まちなかウォーカブル推進事業は、都道府県又は民間事業者等（独立行政法人都市再

生機構（以下「機構」という。）及び特定非営利活動法人等（都市再生特別措置法（以

下「都市再生法」という。）第４６条第３項に定める特定非営利活動法人等をいう。以

下第１３編関係部分において同じ。）を含む。）が行う。 

 

第４１条 施行地区 

 まちなかウォーカブル推進事業は、次のすべての要件に該当する地区において行うも

のとする。 

 １ 交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ－１０－（１）５．に規定する施行地区 

２ 都市再生法第４６条第１項に規定する都市再生整備計画（以下単に「都市再生整備

計画」という。）の区域内において、滞在の快適性等の向上のために必要な施設の整

備等を行う必要があると認められる区域（以下「まちなかウォーカブル区域」という。）

が定められた地区（当該区域の周辺整備に係る事業が実施される地区を含む。） 

 

第４２条 ウォーカブル推進計画の策定 

１ まちなかウォーカブル推進事業を実施しようとする事業主体は、交付金交付要綱附

属第Ⅱ編イ－１０－（１）７．第３項の一（１）から（１３）に掲げる事項を記載し

たウォーカブル推進計画を作成するものとする。 

この場合において、当該事項中「都市再生整備計画」とあるのは「ウォーカブル推

進計画」と読み替えるものとする。 

２ ウォーカブル推進計画に記載することができる補助対象事業は、当該事業を実施す
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る区域が所在する市町村が作成する都市再生整備計画において、関連事業として位置

付けがあるものに限る。 

３ 交付金交付要綱第Ⅱ編イ－１０－（１）５．第２項の区域においてまちなかウォー

カブル推進事業を実施しようとする事業主体は、ウォーカブル推進計画を国に提出し、

確認を受けることができる。 

４ 前３項の規定は、ウォーカブル推進計画を変更する場合に準用する。 

 

第４３条 事業主体に対する国の補助 

 国は予算の範囲内において事業主体に対し、ウォーカブル推進計画に基づき実施する

交付対象事業の費用の一部を補助することができる。 

 

 

第１４編 グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 

 

第４４条 事業主体 

グリーンインフラ活用型都市構築支援事業の実施主体（以下この編において「補助事

業者」という。）は、次のいずれかの号に該当する者とする。 

１ 地方公共団体を含む官民連携協議会 

２ 民間事業者 

３ 独立行政法人都市再生機構 

 

第４５条 グリーンインフラ活用型都市構築支援事業計画の提出 

１ グリーンインフラ活用型都市構築支援事業を実施するために補助金の交付を受けよ

うとする事業が予定される市町村は、次に掲げる事項を記載した計画（以下「グリー

ンインフラ活用型都市構築支援事業計画」という。）を作成し、地方整備局長等を経

由して、大臣に提出するものとする。この場合において、複数の事業主体が連携して

事業を行うときは、当該事業主体が共同してグリーンインフラ活用型都市構築支援事

業計画を策定することができる。なお、計画を提出する市町村が指定都市以外の市町

村であるときは、都道府県を経由して行うものとする。 

一 事業計画の区域 

二 事業計画の目標 

三 事業計画の目標を達成するために必要な交付対象事業 

四 計画期間 

五 事業計画の対象となる地区の名称 

六 交付期間における各交付対象事業の概算事業費 

七 事業計画の評価に関する事項 

２ 緑の基本計画や市町村都市計画マスタープラン等の計画においてグリーンインフラ

の取り組みに関する整備目標・内容に関する記載があり、その内容とグリーンインフ

ラ活用型都市構築支援事業計画の内容が整合しなければならない。 

３ 第１項第二号に規定する目標は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

一 事業計画の区域における課題解決、又は本事業の実施目的に関連する目標設定で
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あること 

二 緑や水が持つ多面的機能の発揮を目的とした目標を３つ以上設定し、そのうち２

つ以上は定量的な目標設定であること 

４  第１項から前項までの規定は、グリーンインフラ活用型都市構築支援事業計画を変

更しようとする場合において準用する。 

 

第４６条 補助対象事業 

グリーンインフラ活用型都市構築支援事業の補助対象は、第一号及び第二号を満たす

ものとする。 

一 事業計画の目標達成に資する以下に掲げる事業 

イ 公園緑地の整備 

ロ 公共公益施設の緑化 

ハ 民間建築物の緑化 

ニ 市民農園の整備 

ホ 緑化施設の整備 

ヘ グリーンインフラに関する計画策定 

ト 整備効果の検証 

二 複数の事業主体により実施するもの、または、前号イ～ホのうち２つ以上の事業を

実施するもの 

 

第４７条 国の補助 

国は、予算の範囲内において、補助事業者に対し、グリーンインフラ活用型都市構築

支援事業の実施に要する費用について、施設の整備及び計画策定、整備効果の検証に要

する費用の 2分の１以内の額を補助することができる。 

 

 

 

附 則 

１ 施行期日 

 この要綱は、平成 12 年４月１日から施行する。 

２ 廃止 

 この要綱の施行に際し、都市再構築総合支援事業制度要綱（平成１１年３月１９日建

設省都計発第１１号、建設省住街発第２１号 建設省都市局長、住宅局長通達）、街並

み・まちづくり総合支援事業制度要綱（平成６年６月２４日建設省経宅発第９９号、建

設省都計発第８３号、建設省住街発第７１号 建設省建設経済局長、都市局長、住宅局

長通達）、土地集約・整形化有効利用推進計画作成事業制度要綱（平成１１年１２月９

日建設省都政発第５４号 建設省都市局長通達）、 都市基盤整備推進公共用財産特定事

業費補助金制度要綱（平成８年５月２４日建設省会第９号 建設省事務次官通達）、都

市再生区画整理事業制度要綱（平成１１年３月１９日建設省都区発第１５号 建設省都

市局長通達）、次世代都市整備事業制度要綱（平成９年４月１日建設省都政発第１６号、
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建設省都区発第２３号 建設省都市局長通達）及び都市構造再編促進事業制度要綱（平

成９年４月１日建設省都計発第５８号、建設省都再発第２６号、建設省都街発第４７号、

建設省都区発第２５号 建設省都市局長通達）は廃止する。 

３ 経過措置 

一 都市再生総合整備事業に係る措置 

イ 第２項により廃止される都市再構築総合支援事業に基づき、すでに指定又は策定

された都市・居住環境整備重点地域、都市・居住環境整備基本計画、特定地区、整

備計画及び事業計画書については、その対象とする区域において、本要綱第２編第

１章に基づき都市再生総合整備事業（総合整備型）を実施する場合においては、引

き続き効力を有するものとする。 

ロ 第２項により廃止される街並み・まちづくり総合支援事業制度要綱に基づき、す

でに策定された総合基本設計書については、その対象とする地区において、本要綱

第２章第２編に基づき都市再生総合整備事業（拠点整備型）を実施する場合におい

ては、引続き効力を有するものとする。また、その際、市町村が既に策定したまち

づくりに関する総合的な計画（「街並み・まちづくり総合計画」）を引続き活用す

る場合においては、これを「都市拠点総合計画」と読み替えることができるものと

する。 

二 都市再生土地区画整理事業に係る措置 

 この要綱の施行の際、都市再生区画整理事業制度要綱（平成１１年３月１９日建設

省都区発第１５号 建設省都市局長通達）により現に施行中の事業は、この要綱で定

める都市再生区画整理事業であるものとみなす。 

三 都市再生交通拠点整備事業に係る措置 

 この要綱の施行の際、第２項により廃止される街並み・まちづくり総合支援事業制

度要綱（平成６年６月２４日 建設省都計発第８３号 建設省経宅発第９９号 建設

省住街発第７１号 建設事務次官通達）で、現にこの要綱による廃止前の要綱に基づ

き行われている事業については、当該廃止前の要綱をなお効力を有するものとみなし

て適用することができる。 

四 先導的都市整備事業に係る措置 

イ この要綱の施行の際、第２項により廃止される次世代都市整備事業制度要綱（平

成９年３月１９日建設省都区発第１５号 建設省都市局長通達）及び、街並み・ま

ちづくり総合支援事業制度要綱（平成６年６月２４日 建設省都計発第８３号 建

設省経宅発第９９号 建設省住街発第７１号 建設事務次官通達）で、現にこの要

綱による廃止前の要綱に基づき行われている事業については、当該廃止前の要綱を

なお効力を有するものとみなして適用することができる。 

ロ 第２項により廃止される街並み・まちづくり総合支援事業制度要綱に基づき、す

でに策定された総合基本設計書については、その対象とする地区において、本要綱

第５編第２章に基づき市街地環境整備事業を実施する場合においては、引続き効力

を有するものとする。また、その際、市町村が既に策定したまちづくりに関する総

合的な計画（「街並み・まちづくり総合計画」）を引続き活用する場合においては、

これを「市街地環境整備総合計画」と読み替えることができるものとする。 
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五 都市防災推進事業に係る措置 

 この要綱の施行に際し、第２項により廃止される都市構造再編促進事業制度要綱に

基づき、既に施行中の災害危険度判定等調査事業、住民等のまちづくり活動支援事業、

地区公共施設等整備事業及び都市防災不燃化促進事業は、それぞれ本要綱第６編の規

定による都市防災に関する計画策定、住民等のまちづくり活動支援、地区公共施設等

整備及び都市防災不燃化促進とみなすものとする。 

 

 

附 則 

１ 施行期日 

 改正後の要綱は平成 12年 11月 22日から施行する。 

２ 都市再生区画整理事業に係る経過措置 

 この要綱の施行の際、現に施行前の要綱に基づき行われている事業については、当該

改正前の要綱をなお効力を有するものとみなして適用することができる。 

 

 

附 則 

１ 施行期日 

 改正後の要綱は平成 13年４月１日から施行する。 

２ 都市防災推進事業に係る経過措置 

 平成 12年度以前に災害危険度判定等調査又は都市防災に関する計画策定を行った地

方公共団体が平成 13年度以降に引き続き行う都市防災に関する計画策定については、な

お従前の例とする。 

 

 

附則 

１ 施行期日 

  改正後の要綱は平成 14年４月１日から施行する。 

 

 

附則 

１ 施行期日 

 改正後の要綱は平成 14年６月１日から施行する。 

 

 

附則 

１ 施行期日 

 改正後の要綱は平成 15年３月 20日から施行する。 
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附則 

１ 施行期日 

 改正後の要綱は平成 15年４月１日から施行する。 

２ 都市再生区画整理事業に係る経過措置 

 この要綱の施行の際、現に施行前の要綱に基づき行われている事業については、当該

改正前の要綱をなお効力を有するものとみなして適用することができる。 

３ 市街地環境整備事業に係る経過措置 

 この要綱の施行前に、改正前の要綱第９条第３項第２号の規定により総合基本設計書

を策定するに当たって市町村長が総合政策局長と行った協議については、改正後の要綱

第９条第３項第２号の規定により当該総合基本設計書を策定するに当たって当該市町村

長が土地・水資源局長と協議を行ったものとみなす。なお、この規定は総合基本設計書

を変更する場合に準用する。 

 

 

附則 

１ 施行期日 

 改正後の要綱は平成 16年 4月 1日から施行する。 

２ 廃止 

都市再開発関連公共施設整備促進事業制度要綱（平成１２年３月２４日建設省都再発

第２０号建設事務次官通知）及び田園居住区整備事業制度要綱（平成７年４月３日建設

省都計発１０３号、建設省都区発第３１号）は廃止する。 

３ 経過措置 

一 都市再生総合整備事業に係る措置 

この要綱の施行の際、廃止前の都市再開発関連公共施設整備促進事業制度要綱に基

づき行われている事業については、当該廃止前の要綱をなお効力を有するものとみな

して適用することができる。 

二 都市再生区画整理事業に係る措置 

この要綱の施行の際、廃止前の田園居住区整備事業制度要綱に基づき行われている

事業については、当該廃止前の要綱をなお効力を有するものとみなして適用すること

ができる。 

 

 

 附則 

１ 施行期日 

 改正後の要綱は平成 16年 7月 1日から施行する。 

 

 

附則 

１ 施行期日 

 改正後の要綱は平成 17年 4月 1日から施行する。 
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附則 

１ 施行期日 

 改正後の要綱は平成 17年 4月 27日から施行する。 

 

 

附則 

１ 施行期日 

 改正後の要綱は平成 17年 10月 24日から施行する。 

 

 

附則 

１ 施行期日 

 改正後の要綱は平成 18年 4月 1日から施行する。ただし、第３条第２項、第６条の３

第１項第一号イ、第６条の５第１項第二号ロ、同条第２項第二号ロ及び第９条第２項及

び第９条の３第一号の改正規定は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の

活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律（平成１８年法律第５４号。

以下「中心市街地活性化法等の一部改正法」という。）の施行の日から、第６条第２項

第六号の改正規定は会社法（平成１７年法律第８６号）の施行の日から施行する。 

２ 経過措置 

 一 都市再生区画整理事業に係る経過措置 

 イ この要綱の施行の際、現に改正前の要綱に基づき行われている事業については、

  当該改正前の要綱をなお効力を有するものとみなして適用することができる。 

 ロ 中心市街地活性化法等の一部改正法の施行の日から３年間、第３編中「都市機能

   導入施設」とあるのは、「中心市街地活性化法第９条第１０項に規定する認定基本

   計画に位置付られ、又は位置付けられることが確実と見込まれる公益施設、住宅、

   商業等の機能を有する施設」と読み替えて適用するものとする。 

二 都市防災総合推進事業に係る経過措置 

  この要綱の施行の際、現に改正前の要綱に基づき行われている事業については、当

  該改正前の要綱をなお効力を有するものとみなして適用することができる。 

三 エコまちネットワーク整備事業に係る経過措置 

  この要綱の施行の際、現に改正前の要綱に基づき行われている次世代都市整備事業

  については、平成１９年３月３１日までの間、当該改正前の要綱をなお効力を有する

  ものとみなして適用することができる。 

 

 

附則 

１ 施行期日 

  この要綱は、平成１８年８月２２日から施行する。 
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２ 暮らし・にぎわい再生事業に係る経過措置 

  中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律

 の一部を改正する等の法律（平成１８年法律第５４号）の施行日から３年経過するまで

 は、本要綱第１１編中「認定基本計画に位置付けられた」を「認定基本計画に位置付け

 られ、又は位置付けられることが確実と見込まれる」と読み替えるものとする。 

 

 

附則 

１ 施行期日 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、第３条第２項第一号、第３

条の３、第３条の４第１項及び第３項の改正規定は、都市再生特別措置法等の一部を改

正する法律（平成１９年法律第１９号）の施行の日から施行する。 

２ 都市再生交通拠点整備事業に係る経過措置 

  この要綱の施行の際、現に改正前の要綱に基づき行われている事業については、当 

 該改正前の要綱をなお効力を有するものとみなして適用することができる。 

３ 国の補助に係る時限  

  第１０条の５第５項、第６項及び第９項の規定により補助する場合における補助対象

 期間は平成２３年度までとする。 

４  採択基準等の特例に係る時限 

  第１０条の６に規定される採択基準等の特例は、平成２３年度までに採択された事業

 に限り、その効力を有するものとする。 

 

 

附則 

１ 施行期日 

 改正後の要綱は、平成 19年８月６日から施行する。 

  

 

附則 

１ 施行期日 

  改正後の要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 都市再生区画整理事業に係る経過措置 

  この要綱の施行の際、現に改正前の要綱に基づき行われている事業については、当該

 改正前の要綱をなお効力を有するものとみなして適用することができる。 

 

 

附則 

１ 施行期日 

  改正後の要綱は、平成２０年１１月４日から施行する。 
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附則 

１ 施行期日 

  改正後の要綱は、平成２１年１月２７日から施行する。 

２ 民間都市開発緊急促進事業に係る措置 

 一 平成２０年度一般会計補正予算（第２号）に限り、第１条の２第１項の「都市再生

推進事業」に「民間都市開発緊急促進事業」を加える。 

二 前号の「民間都市開発緊急促進事業」とは、地方都市などにおける優良な民間都市

開発プロジェクトへの金融支援を充実するため、第三号から第七号において定めると

ころに従って行われる事業で、停滞している民間都市開発事業を緊急に促進するため、

計画策定、事業化へ向けてのコーディネートを行うものをいう。 

三 民間都市開発緊急促進事業における用語の定義は、次に定めるところによる。 

  イ 「特定民間都市開発事業」とは、民間都市開発の推進に関する特別措置法（昭和

６２年法律第６２号）第２条第２項に規定する民間都市開発事業であって、都市再

生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第６３条に規定する民間都市再生整備事

業計画の申請を行おうとする事業をいう。 

  ロ 「都市再生整備計画」とは、都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第

４６条第１項に規定する都市再生整備計画をいう。 

  ハ 「中心市街地活性化協議会」とは、中心市街地の活性化に関する法律（平成１０

年法律第９２号）第１５条第１項に規定する中心市街地活性化協議会をいう。 

  ニ 「まちづくり会社」とは、良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図

る事業活動を行うことを目的として設立された法人（地方公共団体の出資が４分の

１以上のものに限る。）をいう。 

四 民間都市開発緊急促進事業の事業主体は、地方公共団体、中心市街地活性化協議会

又はまちづくり会社とする。 

五 民間都市開発緊急促進事業の施行地区は、都市再生整備計画の区域とする。 

六 地方公共団体、中心市街地活性化協議会又はまちづくり会社は、施行地区において、

次に掲げる特定民間都市開発事業のコーディネート事業（企業の破綻又は経営困難化

の影響を受け、民間都市再生整備事業としての金融支援を受けるために、事業の再検

討等が必要な事業に限る。）を行うものとする。 

   イ 地区現状調査 

   ロ 土地所有者等の開発・土地利用意向調査 

   ハ 建築物及びその敷地の整備計画並びに公共施設の整備計画の作成のための調査 

   ニ 建築物及びその敷地の整備計画並びに公共施設の整備計画の作成 

   ホ 整備手法及び整備手順の検討 

   へ 事業の実施に係る企画、立案及び情報の提供 

   ト 事業推進、事業化に係る調整等 

七 国は、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の２分の１以内を、事業主体

に補助することができる。 
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附則 

１ 施行期日 

  改正後の要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

 

附則 

１ 施行期日 

    改正後の要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

 

附則 

１ 施行期日 

    改正後の要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 

附則 

１ 施行期日 

改正後の要綱は、平成２３年７月２５日から施行する。 

２ 都市再生ファンド支援事業に係る経過措置 

この要綱の施行の際、現に改正前の要綱に基づき行われている事業については、当該

改正前の要綱をなお効力を有するものとみなして適用することができる。 

３ まち再生総合支援事業に係る経過措置 

  この要綱の施行の際、現に改正前の要綱に基づき行われている事業については、当該

改正前の要綱をなお効力を有するものとみなして適用することができる。 

 

 

附則 

１  施行期日 

改正後の要綱は、平成２４年２月１７日から施行する。 

 

附則 

１ 施行期日 

  改正後の要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

附則 

１  施行期日 

 改正後の要綱は、平成２５年５月１５日から施行する。 

２ 国際競争拠点都市整備事業に係る経過措置 

第 25条第３項第一号の規定は、平成 26年度末までは、「促進計画の地区内で実施さ
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れること」を「促進計画の策定が見込まれる地区内で実施されること」と読み替えるも

のとする。 

 

附則 

１  施行期日 

 改正後の要綱は、平成 26年４月１日から施行する。 

 

附則 

１ 施行期日 

    改正後の要綱は、平成 26年８月１日から施行する。 

２ 都市再生コーディネート等推進事業に係る経過措置 

改正前の第４条の３第２項第８号に係る支援に関し、中心市街地活性化法第９条第

10項に規定する内閣総理大臣の認定を受けた又は認定を受けると見込まれる基本計

画の区域を含む地区で平成 28年度末までに実施される事業については、なお従前の例

による。 

３ 都市再生区画整理事業に係る経過措置 

一 本改正要綱の施行（平成 26年８月１日）の日から平成 28年度末までの期間におい

て、立地適正化計画を未作成の市町村が、平成 28年度までに都市機能誘導区域を定め

た立地適正化計画を作成すること及び平成 30年度までに居住誘導区域を定めた立地

適正化計画を作成することが確実と見込まれる場合は、第６条第２項に定める立地適

正化計画に係る要件を満たす事業とみなす。 

二 本改正要綱の施行（平成 28年４月１日）の日から平成 30年度までの期間において、

立地適正化計画に都市機能誘導区域を定めており、かつ、居住誘導区域を定めていな

い市町村が、都市再生区画整理事業を実施する場合は、平成 30年度までに立地適正化

計画に居住機能誘導区域を定めることが確実と見込まれる場合には、第６条第２項に

定める立地適正化計画に係る要件を満たす事業とみなす。 

三 中心市街地活性化法第９条に規定する基本計画に基づいて行われる都市再生区画整

理事業に関しては、平成 28年度末までに認定又は策定された基本計画に基づいて当該

基本計画の期間中に行われる事業についてはなお従前の例による。 

四 本改正要綱の施行（平成 28年４月１日）の日から平成 30年度末までの期間に事業

着手する事業であって、改正前の要綱第６条の３第１項第一号ニ（５）に該当するも

の及び第２項第二号ニに該当するもの（第６条の３第１項第一号ニ（５）に該当する

ものに限る。）は、なお従前の例によるものとする。 

五 本改正要綱の施行（平成 28年４月１日）の日から平成 30年度末までの期間に事業

着手する事業であって、改正前の要綱の第６条の３第１項第１号ハ（１）に該当する

ものは、なお従前の例によるものとする。  

 

附則 

１ 施行期日 

    改正後の要綱は、平成 28年４月１日から施行する。 
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附則 

１ 施行期日 

    改正後の要綱は、平成 28年９月１日から施行する。 

 

 

附則 

１ 施行期日 

    改正後の要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

２ 住民参加型まちづくりファンド支援事業に係る経過措置 

この要綱の施行の際、現に改正前の要綱に基づき行われている事業に対する助成等に

ついては、なお従前の例による。 

３ 国際競争業務継続拠点整備事業に係る経過措置 

  第 31 条第２項の規定は、平成 29 年度末までは、「都市再生安全確保計画に位置付け

られる」を「都市再生安全確保計画に位置付けられる、又は位置付けられることが確実

と見込まれる」と読み替えるものとする。 

 

附則 

１ 施行期日 

  改正後の要綱は、平成 30年７月１５日から施行する。 

 

附則 

１ 施行期日 

  改正後の要綱は、平成 31年４月１日から施行する。 

 

附則 

１ 施行期日 

 改正後の要綱は令和２年４月１日から施行する。 

２ 景観まちづくり刷新支援事業に係る経過措置 

 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱に基づき行われている事業に対する助成等に

ついては、なお従前の例による。 

３ まちなかウォーカブル推進事業に係る経過措置 

 本改正要綱の施行（令和２年４月１日）の日から令和３年度末までの期間において、

まちなかウォーカブル区域を定めていない市町村の区域においてまちなかウォーカブル

推進事業を実施する場合は、令和３年度末までにまちなかウォーカブル区域を定めるこ

とが確実と見込まれる場合には、まちなかウォーカブル推進事業の実施が可能なものと

する。 

 


